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第２章 産業財産権の概要

第１節 特許制度の概要

［１］特許制度の目的
特許法（昭和 年法律第 号）の目的は、同法において次のとおり定義されています。

（目的）

第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業

の発達に寄与することを目的とする。

発明は目に見えない思想、アイデアなので、家や車のような有体物のように目に見える形

でだれかがそれを占有し、支配できるというものではありません。したがって、制度により

適切に保護がなされなければ、発明者は自分の発明を他人に盗まれないように、秘密にして

おこうとするでしょう。しかしそれでは、発明者自身もそれを有効に利用することができな

いばかりでなく、他の人が同じものを発明しようとして無駄な研究、投資をすることになっ

てしまいます。

そこで、特許制度はこういったことが起こらぬよう、発明者には一定期間、一定条件のも

とに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用の

機会を図ることにより新しい技術を人類共通の財産としていくことを定めて、これにより技

術の進歩を促進し、産業の発達に寄与しようというものです。

言い換えれば、特許制度は、発明を世にオープン（開示）することを条件に、発明者に対

して独占的実施権を付与するとともに、この発明の開示により、発明利用の途が提供される

ことになり、改良発明の誘発や新たな発明が生まれる機会が生ずることになるのです。

この目的は、特許制度のほか、実用新案制度、意匠制度も同様です。

 

発明の保護
（権利者）

発明の利用
（第三者）

一定期間独占権の付与
（模倣に対してやめなさい！

と言える権利）

公開された発明をもとに、改良
技術の開発促進（改良発明の誘発、
新たな発明の機会）特許発明等の
利用の普及に貢献

特許は、発明をオープン
にすることが前提

発明の保護
（権利者）

発明の利用
（第三者）
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技術の開発促進（改良発明の誘発、
新たな発明の機会）特許発明等の
利用の普及に貢献

特許は、発明をオープン
にすることが前提
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（参考）特許出願非公開制度の導入（令和６年５月１日施行）

特許出願の非公開に関する制度は、令和４年５月に成立した経済施策を一体的に講ずる

ことによる安全保障の確保の推進に関する法律（令和４年法律第 号。以下「経済安全

保障推進法」といいます。）において創設されました。

（１）特許出願非公開に関する制度の趣旨

特許出願非公開に関する制度の趣旨は、公にすることにより国家及び国民の安全を損な

う事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されている特許出願につき、出願公開等の手続

を留保するとともに、その間、必要な情報保全措置を講じることで、特許手続を通じた機

微な技術の公開や情報流出を防止すること及びこれまで安全保障上の観点から特許出願

を諦めざるを得なかった発明者に特許法上の権利を受ける途を開くという２点です。

（２）特許出願非公開に関する制度の概要

特許出願の明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国

民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されていた場合には、「保全指

定」という手続により、出願公開、特許査定及び拒絶査定といった特許手続を留保すると

ともに、その間、公開を含む発明の内容の開示全般やそれと同様の結果を招くおそれのあ

る発明の実施を原則として禁止し、かつ、特許出願の取下げによる離脱も禁止することと

しています。

参照

− 12 − − 13 −
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［２］特許法上の発明（保護対象）
特特許許法法でではは、、「「発発明明」」をを「「自自然然法法則則をを利利用用ししたた技技術術的的思思想想のの創創作作ののううちち高高度度

ののもものの」」とと定定義義しし（（第第２２条条第第１１項項））、、産産業業上上利利用用ででききるる発発明明をを保保護護対対象象ととししてて

いいまますす。。 

（１）自然法則を利用していること

「自然法則」とは、自然界において経験的に見出される科学的な法則をいいます。

特許法上の「発明」であるか否かのポイントは、課題に対する解決手段が自然法則を利用

しているかどうかです。したがって、エネルギー保存の法則や万有引力の法則などの自然法

則それ自体、数学上の公式やゲームのルールなどのように自然法則を利用していないもの、

永久機関のように自然法則に反するものなどは、特許法上の「発明」には該当しません。

なお、一部に自然法則を利用していない部分があっても、全体として自然法則を利用して

いると判断されるときは、自然法則を利用したものとなります。

（２）技術的思想であること

フォークボールの投球方法等の個人の技能によるものや、絵画や彫刻などの美的創作物、

機械の操作方法についてのマニュアル等の単なる情報の提示は技術的思想に該当せず、特許

法上の「発明」には該当しません。

（３）創作であること

「発明」は、創作されたものでなければなりません。したがって、天然物の単なる発見な

どは、特許法上の「発明」になりませんが、天然物から人為的に単離精製した化学物質は「発

明」に該当します。

（４）高度のものであること

「高度のもの」は、主として実用新案法の考案と区別するためのものであるので、「発明」

に該当するか否かの判断に当たって、「高度」でないという理由で「発明」に該当しないと

されることはありません。

15 

×自然法則以外の法則→経済法則など 
×人為的取り決め→ゲームのルールそれ自体など 
×自然法則自体→エネルギー保存の法則、万有引力の法則など 

×× ゲゲーームムののルルーールル
○技術的思想であるか

×× フフォォーーククボボーールル

のの投投げげ方方

×天然物、自然現象等の単なる発見など 

○自然法則を利用しているか

○創作であるか

○高度であるか

○天然物から人為的に分離した化学物質 

×いわゆる技能→フォークボールの投げ方など 
×情報の単なる提示→デジタルカメラで撮影された画像データなど 
×美的創作物→絵画、彫刻など 

特許法上の「発明」とは

  
（「高度」か否かの判断は、実際にはなされない） 

− 14 − − 15 −
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［３］特許を受けることができる発明とは
発発明明がが完完成成ししたたかかららとといいっってて、、全全ててのの発発明明ににつついいてて特特許許をを受受けけるるここととががでで

ききるるととはは限限りりまませせんん。。特特許許をを受受けけるるたためめににはは、、特特許許法法でで定定めめるる「「特特許許をを受受けけ

るるここととががででききるる発発明明」」のの要要件件をを満満たたすす必必要要ががあありりまますす。。

（１）産業上利用することができるかどうか（第 条第１項柱書き）

特許を受けることができる「発明」であるためには、第一に、産業として利用することが

できなければなりません。これは、ただ単に学術的・実験的にしか利用することができない

発明は「産業の発達」を図るという特許法の目的からして、保護することが適当ではないか

らです。

特許法における「産業」は、工業、鉱業、農業などの生産業だけでなく、サービス業や運

輸業などの生産を伴わない産業も含めた広い意味での産業を意味します。

（２）新しいものであるかどうか＝新規性＝（第 条第１項）

特許を受けることができる「発明」は、今までにない新しいものでなければなりません。

これを「「新新規規性性」」と呼んでいます。既に誰もが知っているような発明に特許権という独占権

を与えることは、社会にとって百害あって一利もないからです。特許法では、新規性を有し

ない発明の範囲を定めており、次に該当する場合は特許を受けることができません。

① 特許出願前に日本国内又は外国において公然と知られた発明

例：講演、学会発表

② 特許出願前に日本国内又は外国において公然と実施をされた発明

例：店で販売、製造工程における不特定者見学

③ 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明や電気通

信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

例：日本国内又は外国において公表された特許公報、研究論文、書籍、ＣＤ－ＲＯＭなど

17 

に掲載、インターネット上で公開

●どの時点を基準として「新規性」を判断するのか

新規性があるか否かは、出願の時点で判断されます。出願した日だけでなく、時・分も問

題となります。したがって、午後にある発明を出願しても、その日の午前中に行われた学会

で他の研究者によって同じ発明が発表されていた場合には新規性はありません。

既に知られている発明であるとして拒絶される特許出願が少なくありませんので、特許出

願をするときには、特許を受けようとする発明に新規性があるかどうか、事前に十分調査す

ることが大切です。

●どういう場合に「公然」となるのか

「公然」とは一般的に知れ渡った状態をいいますが、ここでは発明者又は出願人のために

秘密にすべき関係のない人（これを「不特定人」といいます。）に公になることをいいます。

この場合、不特定人の多い少ないは関係ありません。

なお、自分が行った発明は、自らの手で特許出願前に「公然と知られた発明」又は「公然

と実施をされた発明」となっても特許を受けられると誤解している人がいますが、たとえ自

分から「公然と知られた発明」などにしてしまった場合でも、新規性がないものとして特許

を受けることができませんので注意してください。

●例外的に救済が受けられる場合―新規性喪失の例外（第 条）

特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された（新規性を失った）ものについ

て、例外的に救済（これを「新規性喪失の例外」といいます。）を受けられる場合がありま

す。

○ 試験 を行う 

○ 

○ 

で発表する 

博覧会 等 

○ 試験 

○ 

○ 

で発表する 

博覧会 等 

○ を行う 

○ 

○ 

等 

発明が初めて

公知となる 

新規性喪失の例外が認められる場合 

そそのの結結果果  

○試験を行う

○刊行物に発表する

○インターネットで発表する

○集会（学会等）で発表する

○展展示示会会（（博覧会等）へ出品する

○販販売売する

○記記者者会会見見する

○テテレレビビ・・ララジジオオで発表する 等

※※公公開開態態様様にに限限定定ははあありりまませせんん
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この例外的な救済を受けるためには、公開された日から１年以内に例外規定の適用を受け

たい旨の書面を特許出願と同時に提出（又は願書にその旨を表示）しなければならないほか、

特許出願日から 日以内に公開の事実等を証明する書面を提出しなければなりません（こ

の「証明する書面」については、特許庁ホームページの「発明の新規性喪失の例外規定の適

用を受けるための手続について」

を参照ください。）。

ただし、本制度は、あくまでも特許出願より前に公開された発明は特許を受けることがで

きないという原則に対する例外規定であることに留意する必要があります。仮に出願前に公

開した発明についてこの規定の適用を受けたとしても、例えば、第三者が同じ発明について

先に特許出願していた場合や先に公開していた場合には、特許を受けることができませんの

で、可能な限り、早く出願をすることが重要です。

また、海外への出願を予定している場合には、各国の発明の新規性喪失の例外規定にも留

意する必要があります。各国の国内法令によっては、自らが公開したことにより、その国に

おいて特許を受けることができなくなる可能性もありますので十分に御注意ください。

したがって、適切に権利を確保するためには、論文発表等の前にまず出願をすることを心

がけてください。

（３）容易に思いつくものでないかどうか＝＝進歩性＝＝（第 条第２項）

既に知られている発明を少し改良しただけの発明のように、誰でも容易にできる発明につ

いては、特許を受けることができません。科学技術の進歩に貢献していない自明の発明には

特許を受けるほどの価値がありませんし、容易に思いつく発明まで特許が受けられるように

なると、日常的に行われている技術的な改良についても次々出願しないと他人に特許をとら

れてしまうという状況に陥り、支障がでるからです。

容易に発明をすることができた場合を、一般に「「進進歩歩性性」」がないと表現します。この進歩

性についての判断は、「発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」（これを一

般に「当業者」といいます。以下同じ。）からみて、その発明に至る考え方の道筋が容易で

あるかどうかで判断します。例えば、次の場合には進歩性がないと判断されます。
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① 公然と知られた発明や実施された発明を単に寄せ集めたにすぎない発明

例：「船外機を設けた船」と「空中プロペラを設けた船」が既に実在すると仮定した場合、

「船外機と空中プロペラの両方を設けた船」を特許出願しても、既に実在する発明（ア

イデア）を単に寄せ集めたにすぎないとして進歩性がないと判断される可能性があり

ます。

② 発明の構成の一部を置き換えたにすぎない発明

例：「椅子の移動をスムーズにする」キャスターの技術を「机の移動をスムーズにする」キ

ャスターの技術に応用して特許出願しても、実在する発明（技術）の一部の置き換え

として進歩性がないと判断される可能性があります。

●進歩性の判断について

まず審査官は進歩性の判断の対象となる発明を認定します。進歩性の判断の対象となる発

明は、請求項に係る発明（請求項に記載された発明）です。次にその発明の属する技術の分

野における出願時の技術水準を的確に把握します。そして当業者であればどのようにするか

を常に考慮しつつ、先行技術として引用された発明から当業者が請求項に係る発明を容易に

思いつくことができたかどうか、論理付けを試みます。その結果、論理付けができた場合に

は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理付けができない場合には進歩性が認められま

す。このとき引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合に

は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として考慮されます。

当業者は、「発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」として想定されて

いますが、複合技術・先端技術分野においても適切な進歩性の判断がなされるように、当業

者として複数の専門家からなるチームを想定した方が適切な場合もあります。

一方、論理付けは、種々の観点、広範な観点から行うことができます。例えば、請求項に

係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や複数の引用発明の単なる寄

せ集めに該当するかどうかを検討したり、あるいは引用発明の内容に請求項に係る発明を思

いつくための動機付けとなり得るもの（技術分野が関連していることや、作用、機能、課題

が共通していることなど）があるかどうかを検討したりします。
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（４）先に出願されていないかどうか（第 条及び第 条の２）

別々の発明者が同じ発明を同時期に完成して、同時期に特許出願をする場合があります。

この場合、我が国では先に発明をした者ではなく、先に特許庁に出願した者に特許を与えて

います。これを「「先先願願主主義義」」と呼んでいます。どちらが先に発明したかよりも、どちらが先

に出願したかの方が判断しやすく、いち早く発明を公開しようとした者を保護しようという

特許制度の目的にも沿っています。

このように、同一の発明について、先に他人に出願されてしまうと特許を受けることができ

なくなるため、発明をしたらできるだけ早く出願することが大切です。

（５）公序良俗等を害しないか（第 条）

公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生（公序良俗等）を害するような発明は、たとえ産業

として利用することができたり、新しいものであったり、容易に考え出すことができないも

のであっても、特許を受けることができません。

例：遺伝子操作により得られたヒト自体等。

（６）明細書等の記載は規定どおりか（第 条）

特許制度の目的である発明の保護及び利用については、発明の技術的内容を公開するため

の技術文献及び特許発明の技術的範囲を定める権利書としての使命を持つ「明細書、特許請

求の範囲及び必要な図面」（以下「明細書等」といいます。）を介して行われます。

したがって、明細書等の記載について、具体的にどのような発明をしたのか、当業者が実

施できる程度に発明の内容を明らかにする必要があります。

また、「特許請求の範囲」には、発明の内容が明確にわかるように記載するとともに、「発

明の詳細な説明」に記載したものを記載する必要があります。

さらに、「特許請求の範囲」には発明の内容を請求項に区分して記載し、各請求項には、

「【請求項１】」、「【請求項２】」のように連続番号を付して記載する必要があります。

21 

＜明細書等を記載するに当たっての考え方の事例＞

権利行使できる範囲は、「特許請求の範囲」の記載によって決まります。例えば、「ア

ルミニウムを用いたコップ」は、アルミニウム以外の金属を用いたコップに対して権利行

使できません。一方で、「金属を用いたコップ」は、あらゆる金属を用いたコップに対し

て権利行使できます。ただし、「ステンレスを用いたコップ」が既に知られている場合に

は、「特許請求の範囲」の「金属を用いたコップ」という発明は、新規性がないとされ特

許を受けることができません。

ここで、「特許請求の範囲」は、発明の内容が明確にわかるように記載するとともに、

「発明の詳細な説明」に記載したものを記載する必要があります。例えば、「発明の詳細

な説明」に「銅を用いたコップ」の実施例のみが記載されている場合、「金属を用いたコ

ップ」という、広い特許請求の範囲の発明が「発明の詳細な説明」に記載されているとは

いえないため、特許を受けることはできません。このような広い特許請求の範囲の発明に

ついて、「発明の詳細な説明」に記載されているといえるためには、「アルミニウムを用

いたコップ」、「銅を用いたコップ」など、多様な実施例を「発明の詳細な説明」に記載

する必要があります。

また、「発明の詳細な説明」は、当業者がその発明を実施することができる程度に明確か

つ十分に記載する必要があります。
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ここで、「特許請求の範囲」は、発明の内容が明確にわかるように記載するとともに、

「発明の詳細な説明」に記載したものを記載する必要があります。例えば、「発明の詳細

な説明」に「銅を用いたコップ」の実施例のみが記載されている場合、「金属を用いたコ

ップ」という、広い特許請求の範囲の発明が「発明の詳細な説明」に記載されているとは

いえないため、特許を受けることはできません。このような広い特許請求の範囲の発明に

ついて、「発明の詳細な説明」に記載されているといえるためには、「アルミニウムを用

いたコップ」、「銅を用いたコップ」など、多様な実施例を「発明の詳細な説明」に記載

する必要があります。

また、「発明の詳細な説明」は、当業者がその発明を実施することができる程度に明確か

つ十分に記載する必要があります。
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（特許の要件）

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その

発明について特許を受けることができる。

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は

電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

２ 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各

号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、

同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

（特許出願）

第三十六条 （略）

２ 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならな

い。

３ 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 発明の名称

二 図面の簡単な説明

三 発明の詳細な説明

４ 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならな

い。

一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常

の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したも

のであること。

二 その発明に関連する文献公知発明（第二十九条第一項第三号に掲げる発明をい

う。以下この号において同じ。）のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時

に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その

他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

５ 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特

許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなけれ

ばならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが

同一である記載となることを妨げない。

６ 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。

三 請求項ごとの記載が簡潔であること。

四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

７ （略）
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［４］発明の種類と捉え方

特特許許法法でではは、、発発明明をを「「物物のの発発明明」」とと「「方方法法のの発発明明」」にに大大別別しし、、ささららにに方方法法

のの発発明明ととししてて「「物物をを生生産産すするる方方法法のの発発明明」」とといいうう種種別別をを設設けけてて、、発発明明のの「「実実

施施」」ににつついいてて定定義義ををししてていいまますす。。そそししてて、、ここのの発発明明のの３３つつのの表表現現形形式式のの違違いい

にによよっってて特特許許権権のの効効力力のの及及ぶぶ範範囲囲がが異異ななりりまますす。。 

（１）発明の３つの表現形式（第２条第３項）

広くて強い権利にするためには、特許を受けようとする発明をいろいろな角度から検討し、

把握しなければなりません。発明の種類（カテゴリー）によって特許権の効力の及ぶ範囲が

異なりますので、このカテゴリーを上手に活用して、発明の内容を表現していきます。物に

も方法にも発明がある場合には、「物の発明」「方法の発明」の両方で表現できます。

① 物の発明の場合

その物を生産し、使用し、譲渡し、貸渡しし、輸出し、若しくは輸入し、又は譲渡若し

くは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含みます。）をする行為について権利

の効力が及びます。

② 方法の発明の場合

その方法を使用する行為について権利の効力が及びます。

発明の種類と実施（特許法第２条第３項）

物を生産する
方法の発明

物の生産を伴わ
ない方法の発明

発
明

物の発明

方法の発明

当当該該物物のの生生産産、、使使用用、、
譲譲渡渡等等、、譲譲渡渡等等のの
たためめのの展展示示、、輸輸出出、、
輸輸入入、、譲譲渡渡等等のの申申出出
のの行行為為

当当該該方方法法のの使使用用、、
当当該該方方法法にによよりり生生産産
ししたた物物のの使使用用、、譲譲渡渡
等等、、輸輸出出、、輸輸入入等等のの
行行為為

当当該該方方法法をを使使用用すするる
行行為為

●●発発明明のの種種類類（（カカテテゴゴリリーー））にによよっってて

発発明明のの実実施施（（権権利利のの効効力力のの及及ぶぶ範範囲囲））がが異異ななるる

物物ににははププロロググララ
ムム等等がが含含ままれれるる

譲譲渡渡等等→→物物ががププロロググララムム
等等のの場場合合ににはは、、電電気気通通信信
回回線線をを通通じじたた提提供供をを含含むむ
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（特許の要件）

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その

発明について特許を受けることができる。

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は

電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

２ 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各

号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、

同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

（特許出願）

第三十六条 （略）

２ 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならな

い。

３ 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 発明の名称

二 図面の簡単な説明

三 発明の詳細な説明

４ 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならな

い。

一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常

の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したも

のであること。

二 その発明に関連する文献公知発明（第二十九条第一項第三号に掲げる発明をい

う。以下この号において同じ。）のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時

に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その

他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

５ 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特

許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなけれ

ばならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが

同一である記載となることを妨げない。

６ 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。

三 請求項ごとの記載が簡潔であること。

四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

７ （略）
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［４］発明の種類と捉え方

特特許許法法でではは、、発発明明をを「「物物のの発発明明」」とと「「方方法法のの発発明明」」にに大大別別しし、、ささららにに方方法法

のの発発明明ととししてて「「物物をを生生産産すするる方方法法のの発発明明」」とといいうう種種別別をを設設けけてて、、発発明明のの「「実実

施施」」ににつついいてて定定義義ををししてていいまますす。。そそししてて、、ここのの発発明明のの３３つつのの表表現現形形式式のの違違いい

にによよっってて特特許許権権のの効効力力のの及及ぶぶ範範囲囲がが異異ななりりまますす。。 

（１）発明の３つの表現形式（第２条第３項）

広くて強い権利にするためには、特許を受けようとする発明をいろいろな角度から検討し、

把握しなければなりません。発明の種類（カテゴリー）によって特許権の効力の及ぶ範囲が

異なりますので、このカテゴリーを上手に活用して、発明の内容を表現していきます。物に

も方法にも発明がある場合には、「物の発明」「方法の発明」の両方で表現できます。

① 物の発明の場合

その物を生産し、使用し、譲渡し、貸渡しし、輸出し、若しくは輸入し、又は譲渡若し

くは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含みます。）をする行為について権利

の効力が及びます。

② 方法の発明の場合

その方法を使用する行為について権利の効力が及びます。

発明の種類と実施（特許法第２条第３項）

物を生産する
方法の発明

物の生産を伴わ
ない方法の発明

発
明

物の発明

方法の発明

当当該該物物のの生生産産、、使使用用、、
譲譲渡渡等等、、譲譲渡渡等等のの
たためめのの展展示示、、輸輸出出、、
輸輸入入、、譲譲渡渡等等のの申申出出
のの行行為為

当当該該方方法法のの使使用用、、
当当該該方方法法にによよりり生生産産
ししたた物物のの使使用用、、譲譲渡渡
等等、、輸輸出出、、輸輸入入等等のの
行行為為

当当該該方方法法をを使使用用すするる
行行為為

●●発発明明のの種種類類（（カカテテゴゴリリーー））にによよっってて

発発明明のの実実施施（（権権利利のの効効力力のの及及ぶぶ範範囲囲））がが異異ななるる

物物ににははププロロググララ
ムム等等がが含含ままれれるる

譲譲渡渡等等→→物物ががププロロググララムム
等等のの場場合合ににはは、、電電気気通通信信
回回線線をを通通じじたた提提供供をを含含むむ
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③ 物を生産する方法の発明の場合

その方法を使用する行為、その方法により生産した物を使用し、譲渡し、貸渡しし、輸

出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為について権利の効

力が及びます。

（２）複数の発明の出願＝＝発明の単一性＝＝（第 条）

技術革新の進展により技術開発の成果は、多様な形で密接に関連する一群（複数）の発明

から成り立つ場合が多くなっています。これらの技術的に密接に関係する発明は、別々の出

願とするよりも、一つにまとめて出願する方が、出願人においてはコスト的にも出願手続を

する上でも有利となります。また、第三者においては関連する発明の情報が効率的に入手可

能となりますし、特許庁においては効率的な審査が期待できます。

そこで、複数の発明が発明の単一性の要件を満たす場合には、これらの発明を一つの願書

で特許出願することができます。「発明の単一性」とは、一つの願書で出願できる発明の範

囲をいいますが、この要件を満たしているかは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な

技術的特徴を有しているかどうかなどで判断されます。

詳細は、特許・実用新案審査基準の「発明の単一性の要件」を参照ください。

（

）

＜特許法（昭和 年法律第 号）＞

第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することに

より発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願を

することができる。

＜特許法施行規則（昭和 年通商産業省令第 号）＞

（発明の単一性）

第二十五条の八 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発

明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単

一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

２ 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術

的特徴をいう。

３ 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されて

いるか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、そ

の有無を判断するものとする。

25 

（３）特許権の効力が及ぶ範囲

＜事例１＞

公知の化合物であるエチレンについて、従来の生産方法よりも効率よく生産する方法を発

明しました。この発明について「物を生産する方法」としての特許を取得した場合は、権利

者以外の者が同じ生産方法でエチレンを生産し、そのエチレンを国内に輸入すれば、生産地

が海外であっても、権利者の特許権の効力が及ぶことになります。

＜事例２＞

成分ａの接着剤にエタノールを添加して接着効果を増強させる発明について、特許権を取

得するための発明の表現形式について考えてみましょう。主な発明として次のような発明の

表現が考えられます。

① エタノールを添加した成分ａの接着剤

② エタノールを有効成分とする成分ａの接着剤の接着効果増強剤

③ エタノールを利用した成分ａの接着剤の接着効果増強方法

発明①は「物の発明」ですので、発明①について特許権を取得すれば、エタノールが添加

された成分ａの接着剤自体について特許権が付与されます。無断でその接着剤を生産したり

使用したりする人に対して権利行使ができます。

発明②も「物の発明」です。この発明②について特許権を取得すれば、接着剤そのものを

生産していなくても、無断でエタノールを有効成分とする成分ａの接着剤の接着効果増強剤

として生産したり販売したりする人に対して権利行使ができます。

これに対して、発明③は「方法の発明」となり、エタノールを用いて成分ａの接着剤の接

着効果を増強する行為自体に特許権の効力が及びます。エタノールが添加された成分ａの接

着剤を生産する人は、発明③の接着効果増強法を利用して接着力の強い接着剤を生産してい

ることとなります。つまり、この接着剤を生産する際に、発明③を使用していることとなり

ますから、無断でこの接着剤を生産している人に対して権利行使ができます。

また、広い概念で発明を把握して特許権を取得しないと、似ているけれども同じではない

方法で、特許に抵触しない類似品を他人に生産されてしまい、十分に権利の保護を受けるこ

とができなくなることがあります。
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③ 物を生産する方法の発明の場合

その方法を使用する行為、その方法により生産した物を使用し、譲渡し、貸渡しし、輸

出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為について権利の効

力が及びます。

（２）複数の発明の出願＝＝発明の単一性＝＝（第 条）

技術革新の進展により技術開発の成果は、多様な形で密接に関連する一群（複数）の発明

から成り立つ場合が多くなっています。これらの技術的に密接に関係する発明は、別々の出

願とするよりも、一つにまとめて出願する方が、出願人においてはコスト的にも出願手続を

する上でも有利となります。また、第三者においては関連する発明の情報が効率的に入手可

能となりますし、特許庁においては効率的な審査が期待できます。

そこで、複数の発明が発明の単一性の要件を満たす場合には、これらの発明を一つの願書

で特許出願することができます。「発明の単一性」とは、一つの願書で出願できる発明の範

囲をいいますが、この要件を満たしているかは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な

技術的特徴を有しているかどうかなどで判断されます。

詳細は、特許・実用新案審査基準の「発明の単一性の要件」を参照ください。

（

）

＜特許法（昭和 年法律第 号）＞

第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することに

より発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願を

することができる。

＜特許法施行規則（昭和 年通商産業省令第 号）＞

（発明の単一性）

第二十五条の八 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発

明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単

一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

２ 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術

的特徴をいう。

３ 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されて

いるか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、そ

の有無を判断するものとする。

25 

（３）特許権の効力が及ぶ範囲

＜事例１＞

公知の化合物であるエチレンについて、従来の生産方法よりも効率よく生産する方法を発

明しました。この発明について「物を生産する方法」としての特許を取得した場合は、権利

者以外の者が同じ生産方法でエチレンを生産し、そのエチレンを国内に輸入すれば、生産地

が海外であっても、権利者の特許権の効力が及ぶことになります。

＜事例２＞

成分ａの接着剤にエタノールを添加して接着効果を増強させる発明について、特許権を取

得するための発明の表現形式について考えてみましょう。主な発明として次のような発明の

表現が考えられます。

① エタノールを添加した成分ａの接着剤

② エタノールを有効成分とする成分ａの接着剤の接着効果増強剤

③ エタノールを利用した成分ａの接着剤の接着効果増強方法

発明①は「物の発明」ですので、発明①について特許権を取得すれば、エタノールが添加

された成分ａの接着剤自体について特許権が付与されます。無断でその接着剤を生産したり

使用したりする人に対して権利行使ができます。

発明②も「物の発明」です。この発明②について特許権を取得すれば、接着剤そのものを

生産していなくても、無断でエタノールを有効成分とする成分ａの接着剤の接着効果増強剤

として生産したり販売したりする人に対して権利行使ができます。

これに対して、発明③は「方法の発明」となり、エタノールを用いて成分ａの接着剤の接

着効果を増強する行為自体に特許権の効力が及びます。エタノールが添加された成分ａの接

着剤を生産する人は、発明③の接着効果増強法を利用して接着力の強い接着剤を生産してい

ることとなります。つまり、この接着剤を生産する際に、発明③を使用していることとなり

ますから、無断でこの接着剤を生産している人に対して権利行使ができます。

また、広い概念で発明を把握して特許権を取得しないと、似ているけれども同じではない

方法で、特許に抵触しない類似品を他人に生産されてしまい、十分に権利の保護を受けるこ

とができなくなることがあります。
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［５］特許を受けることができる者

特特許許法法でではは、、特特許許をを受受けけるる権権利利はは発発明明者者ににああるるととさされれてていいまますす。。ここのの特特許許

をを受受けけるる権権利利はは財財産産権権ととししてて自自由由にに譲譲渡渡すするるここととががででききまますす。。

ままたた、、特特許許をを受受けけるるたためめににはは、、出出願願ををししななけけれればばななりりまませせんんがが、、出出願願人人のの

資資格格はは特特許許法法でで要要件件がが定定めめらられれてていいまますす。。

（１）特許を受ける権利

特許を受ける権利は「発明者」にあります。この権利は、発明の完成と同時に発明者に原

始的に帰属します。当然のことですが、他人の発明を盗んだ人には特許を受ける権利があり

ません。

発明者は、この特許を受ける権利を他人に譲り渡すことができます。発明者から権利を譲

り受けたり相続したりした人のことを「承継人」といいます。

（２）特許を出願するための資格

特許を受けるためには出願をしなければなりません。この出願をするためには、法律上の

権利義務の主体となる資格が必要です。これを「権利能力」といいます。この権利能力は、

一般的にいう「人」（これを法律上「自然人」といいます。）と、法律上の「人」としての地

位を認められた団体（これを「法人」といいます。）に認められています。

つまり、個人として出願する場合は問題ありませんが、法人格のない団体の名義で出願す

ることはできません。

また、未成年者が出願する場合には、「権利能力」はありますが独立して法律行為を行う

「行為能力」がありませんから、法定代理人（通常は親権者である「親」）に出願の手続を

してもらうことになります。

 

発明の帰属（発明はだれのものか）発明の帰属（発明はだれのものか）

発発明明のの完完成成
（（特特許許をを受受けけるる権権利利のの発発生生））

権権利利はは発発明明者者ののもものの
（（特特許許法法等等 条条柱柱書書）） 発発明明者者＝＝出出願願人人

特特許許をを受受けけるる権権利利のの移移転転
もも可可能能（（発発明明者者かからら権権利利のの承承

継継をを受受けけたた者者がが出出願願人人））

発明の帰属（発明はだれのものか）発明の帰属（発明はだれのものか）

発発明明のの完完成成
（（特特許許をを受受けけるる権権利利 のの発発生生））

権権利利はは発発明明者者ののもものの
（（特特許許法法第第 条条柱柱書書））

発発明明者者＝＝出出願願人人

特特許許をを受受けけるる権権利利のの移移転転
もも可可能能（（発発明明者者かからら権権利利のの承承

継継をを受受けけたた者者がが出出願願人人））

発明の帰属（発明はだれのものか）発明の帰属（発明はだれのものか）

発発明明のの完完成成
（（特特許許をを受受けけるる権権利利のの発発生生））

権権利利はは発発明明者者ののもものの
（（特特許許法法等等 条条柱柱書書）） 発発明明者者＝＝出出願願人人

特特許許をを受受けけるる権権利利のの移移転転
もも可可能能（（発発明明者者かからら権権利利のの承承

継継をを受受けけたた者者がが出出願願人人））

発明の帰属（発明はだれのものか）発明の帰属（発明はだれのものか）

発発明明のの完完成成
（（特特許許をを受受けけるる権権利利 のの発発生生））

権権利利はは発発明明者者ののもものの
（（特特許許法法第第 条条柱柱書書））

発発明明者者＝＝出出願願人人

特特許許をを受受けけるる権権利利のの移移転転
もも可可能能（（発発明明者者かからら権権利利のの承承

継継をを受受けけたた者者がが出出願願人人））
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［６］職務発明制度とは

職職務務発発明明制制度度ととはは、、「「使使用用者者、、法法人人、、国国又又はは地地方方公公共共団団体体（（使使用用者者等等））」」がが

組組織織ととししてて行行うう研研究究開開発発活活動動がが我我がが国国のの知知的的創創造造ににおおいいてて大大ききなな役役割割をを果果

たたししてていいるるここととににかかんんががみみ、、使使用用者者等等がが研研究究開開発発投投資資をを積積極極的的にに行行いい得得るるよよ

うう安安定定ししたた環環境境をを提提供供すするるととととももにに、、職職務務発発明明のの直直接接的的なな担担いい手手ででああるる個個々々

のの「「従従業業者者、、法法人人のの役役員員、、国国家家公公務務員員又又はは地地方方公公務務員員（（従従業業者者等等））」」がが使使用用者者

等等にによよっってて適適切切にに評評価価さされれ報報いいらられれるるここととをを保保障障すするるここととにによよっってて、、発発明明のの

イインンセセンンテティィブブをを喚喚起起ししよよううととすするるももののでですす。。

我我がが国国のの職職務務発発明明制制度度のの下下でではは、、職職務務発発明明ににつついいてて使使用用者者等等にに特特許許をを受受けけ

るる権権利利をを取取得得ささせせ、、使使用用者者等等にに特特許許権権をを承承継継ささせせ、、若若ししくくはは使使用用者者等等ののたためめ

専専用用実実施施権権をを設設定定ししたたとときき、、又又はは使使用用者者等等ののたためめ仮仮専専用用実実施施権権をを設設定定ししたた場場

合合ににおおいいてて、、専専用用実実施施権権がが設設定定さされれたたももののととみみななさされれたたととききはは、、従従業業者者等等はは

「「相相当当のの利利益益」」をを受受けけるる権権利利をを有有しし、、そそのの「「相相当当のの利利益益」」のの内内容容のの決決定定ににつつ

いいててはは、、使使用用者者等等とと従従業業者者等等ととのの間間のの自自主主的的なな取取決決めめにに委委ねねるるここととをを原原則則とと

ししてていいまますす。。

自自主主的的なな取取決決めめががなないい場場合合又又はは自自主主的的なな取取決決めめにによよっってて利利益益をを付付与与すするる

ここととがが不不合合理理ででああるる場場合合はは、、一一定定のの要要素素をを考考慮慮ししてて「「相相当当のの利利益益」」のの内内容容がが

定定めめらられれまますす。。不不合合理理ででああるるかか否否かかはは、、自自主主的的なな取取決決めめのの策策定定かからら利利益益のの付付

与与ままででのの全全過過程程ののううちち、、特特にに協協議議、、開開示示、、意意見見聴聴取取とといいっったた手手続続面面がが重重視視ささ

れれるるここととととししてていいまますす。。

（１）職務発明とは（第 条）

従業者等がした発明は、以下のように、職務発明と自由発明の２つに大別されます。

① 職務発明

従業者等がした発明であって、その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明を

するに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明を

「職務発明」といいます。この「職務発明」は、従業者等自身によって生み出されたもので

はありますが、使用者等も、給与、設備、研究費の提供等により、発明の完成に一定の貢献

をしているといえます。

② 自由発明

「自由発明」とは、職務発明以外の発明です。例えば、バスの運転手が個人的に楽器の発

明をした場合などがその例です。
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［５］特許を受けることができる者

特特許許法法でではは、、特特許許をを受受けけるる権権利利はは発発明明者者ににああるるととさされれてていいまますす。。ここのの特特許許

をを受受けけるる権権利利はは財財産産権権ととししてて自自由由にに譲譲渡渡すするるここととががででききまますす。。

ままたた、、特特許許をを受受けけるるたためめににはは、、出出願願ををししななけけれればばななりりまませせんんがが、、出出願願人人のの

資資格格はは特特許許法法でで要要件件がが定定めめらられれてていいまますす。。

（１）特許を受ける権利

特許を受ける権利は「発明者」にあります。この権利は、発明の完成と同時に発明者に原

始的に帰属します。当然のことですが、他人の発明を盗んだ人には特許を受ける権利があり

ません。

発明者は、この特許を受ける権利を他人に譲り渡すことができます。発明者から権利を譲

り受けたり相続したりした人のことを「承継人」といいます。

（２）特許を出願するための資格

特許を受けるためには出願をしなければなりません。この出願をするためには、法律上の

権利義務の主体となる資格が必要です。これを「権利能力」といいます。この権利能力は、

一般的にいう「人」（これを法律上「自然人」といいます。）と、法律上の「人」としての地

位を認められた団体（これを「法人」といいます。）に認められています。

つまり、個人として出願する場合は問題ありませんが、法人格のない団体の名義で出願す

ることはできません。

また、未成年者が出願する場合には、「権利能力」はありますが独立して法律行為を行う

「行為能力」がありませんから、法定代理人（通常は親権者である「親」）に出願の手続を

してもらうことになります。

 

発明の帰属（発明はだれのものか）発明の帰属（発明はだれのものか）

発発明明のの完完成成
（（特特許許をを受受けけるる権権利利のの発発生生））

権権利利はは発発明明者者ののもものの
（（特特許許法法等等 条条柱柱書書）） 発発明明者者＝＝出出願願人人

特特許許をを受受けけるる権権利利のの移移転転
もも可可能能（（発発明明者者かからら権権利利のの承承

継継をを受受けけたた者者がが出出願願人人））

発明の帰属（発明はだれのものか）発明の帰属（発明はだれのものか）

発発明明のの完完成成
（（特特許許をを受受けけるる権権利利 のの発発生生））

権権利利はは発発明明者者ののもものの
（（特特許許法法第第 条条柱柱書書））

発発明明者者＝＝出出願願人人

特特許許をを受受けけるる権権利利のの移移転転
もも可可能能（（発発明明者者かからら権権利利のの承承

継継をを受受けけたた者者がが出出願願人人））

発明の帰属（発明はだれのものか）発明の帰属（発明はだれのものか）

発発明明のの完完成成
（（特特許許をを受受けけるる権権利利のの発発生生））

権権利利はは発発明明者者ののもものの
（（特特許許法法等等 条条柱柱書書）） 発発明明者者＝＝出出願願人人

特特許許をを受受けけるる権権利利のの移移転転
もも可可能能（（発発明明者者かからら権権利利のの承承

継継をを受受けけたた者者がが出出願願人人））

発明の帰属（発明はだれのものか）発明の帰属（発明はだれのものか）

発発明明のの完完成成
（（特特許許をを受受けけるる権権利利 のの発発生生））

権権利利はは発発明明者者ののもものの
（（特特許許法法第第 条条柱柱書書））

発発明明者者＝＝出出願願人人

特特許許をを受受けけるる権権利利のの移移転転
もも可可能能（（発発明明者者かからら権権利利のの承承

継継をを受受けけたた者者がが出出願願人人））
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［６］職務発明制度とは

職職務務発発明明制制度度ととはは、、「「使使用用者者、、法法人人、、国国又又はは地地方方公公共共団団体体（（使使用用者者等等））」」がが

組組織織ととししてて行行うう研研究究開開発発活活動動がが我我がが国国のの知知的的創創造造ににおおいいてて大大ききなな役役割割をを果果

たたししてていいるるここととににかかんんががみみ、、使使用用者者等等がが研研究究開開発発投投資資をを積積極極的的にに行行いい得得るるよよ

うう安安定定ししたた環環境境をを提提供供すするるととととももにに、、職職務務発発明明のの直直接接的的なな担担いい手手ででああるる個個々々

のの「「従従業業者者、、法法人人のの役役員員、、国国家家公公務務員員又又はは地地方方公公務務員員（（従従業業者者等等））」」がが使使用用者者

等等にによよっってて適適切切にに評評価価さされれ報報いいらられれるるここととをを保保障障すするるここととにによよっってて、、発発明明のの

イインンセセンンテティィブブをを喚喚起起ししよよううととすするるももののでですす。。

我我がが国国のの職職務務発発明明制制度度のの下下でではは、、職職務務発発明明ににつついいてて使使用用者者等等にに特特許許をを受受けけ

るる権権利利をを取取得得ささせせ、、使使用用者者等等にに特特許許権権をを承承継継ささせせ、、若若ししくくはは使使用用者者等等ののたためめ

専専用用実実施施権権をを設設定定ししたたとときき、、又又はは使使用用者者等等ののたためめ仮仮専専用用実実施施権権をを設設定定ししたた場場

合合ににおおいいてて、、専専用用実実施施権権がが設設定定さされれたたももののととみみななさされれたたととききはは、、従従業業者者等等はは

「「相相当当のの利利益益」」をを受受けけるる権権利利をを有有しし、、そそのの「「相相当当のの利利益益」」のの内内容容のの決決定定ににつつ

いいててはは、、使使用用者者等等とと従従業業者者等等ととのの間間のの自自主主的的なな取取決決めめにに委委ねねるるここととをを原原則則とと

ししてていいまますす。。

自自主主的的なな取取決決めめががなないい場場合合又又はは自自主主的的なな取取決決めめにによよっってて利利益益をを付付与与すするる

ここととがが不不合合理理ででああるる場場合合はは、、一一定定のの要要素素をを考考慮慮ししてて「「相相当当のの利利益益」」のの内内容容がが

定定めめらられれまますす。。不不合合理理ででああるるかか否否かかはは、、自自主主的的なな取取決決めめのの策策定定かからら利利益益のの付付

与与ままででのの全全過過程程ののううちち、、特特にに協協議議、、開開示示、、意意見見聴聴取取とといいっったた手手続続面面がが重重視視ささ

れれるるここととととししてていいまますす。。

（１）職務発明とは（第 条）

従業者等がした発明は、以下のように、職務発明と自由発明の２つに大別されます。

① 職務発明

従業者等がした発明であって、その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明を

するに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明を

「職務発明」といいます。この「職務発明」は、従業者等自身によって生み出されたもので

はありますが、使用者等も、給与、設備、研究費の提供等により、発明の完成に一定の貢献

をしているといえます。

② 自由発明

「自由発明」とは、職務発明以外の発明です。例えば、バスの運転手が個人的に楽器の発

明をした場合などがその例です。
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（２）職務発明制度の基本的考え方

特許法は、特許を受ける権利を発明者に与えていますが、従業者等がした職務発明に関し

ては、従業者等への給与、設備、研究費の提供等、使用者等による一定の貢献が不可欠であ

ることを重くみて、使用者等に無償の通常実施権（特許発明を実施できる権利）を付与する

とともに（第 条第１項）、あらかじめ使用者等が特許を受ける権利を承継すること等を取

り決めておくことを認めています（同条第２項反対解釈）。

さらに、あらかじめ使用者等が特許を受ける権利を取得することを取り決めている場合に

は、従業者等が職務発明を完成させた時から、その特許を受ける権利は当該使用者等に帰属

すること（いわゆる原始使用者等帰属）を規定しています（同条第３項）。なお、そのよう

な取決めがない場合には、その特許を受ける権利は当該従業者等に帰属します（いわゆる原

始従業者等帰属）。

一方、職務発明を生み出した従業者等は、当該職務発明について使用者等に特許を受ける

権利を取得若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権若しくは仮専用実施

権を設定したときは、「相当の利益」を受ける権利を有することとなります（同条第４項）。

これらの規定によって、発明をした従業者等と、それに貢献した使用者等との間の利益の

調整が図られているのです。

「相当の利益」の決定は、原則として使用者等と従業者等との間の自主的な取決めに委ね

られています。すなわち、契約等において、金銭その他の経済上の利益について定めていた

場合には、その定めたところに従って決定される利益を「相当の利益」とすることを原則と

します（同条第５項）。

ただし、自主的な取決めに従って利益を付与することが不合理である場合や、自主的な取

決めが存在しなかった場合も考えられ、その場合には、一定の要素を考慮して決定される利

益が「相当の利益」となります（同条第７項）。

なお、使用者等と従業者等との間の自主的な取決めをできる限り尊重し、法が過剰に介入

することを防止する観点から、不合理であるか否かは、自主的な取決めの策定から利益の付

与までの全過程のうち、特に手続的な要素（自主的な取決めの策定の際に使用者等と従業者

等との間でどのような協議が行われたか、策定された取決めが従業者等にどのように開示さ

れたか、及び利益の決定について従業者等からどのような意見の聴取が行われたか等）を重

視して判断することとしています（同条第５項）。この手続的な要素については、その法的

な予見可能性を向上させるために、「特許法第 条第６項に基づく発明を奨励するための相

当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との

間で行われる協議の状況等に関する指針」（いわゆる「職務発明ガイドライン」）が定められ、

公表されています。
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（２）職務発明制度の基本的考え方
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権を設定したときは、「相当の利益」を受ける権利を有することとなります（同条第４項）。

これらの規定によって、発明をした従業者等と、それに貢献した使用者等との間の利益の

調整が図られているのです。

「相当の利益」の決定は、原則として使用者等と従業者等との間の自主的な取決めに委ね

られています。すなわち、契約等において、金銭その他の経済上の利益について定めていた

場合には、その定めたところに従って決定される利益を「相当の利益」とすることを原則と

します（同条第５項）。

ただし、自主的な取決めに従って利益を付与することが不合理である場合や、自主的な取

決めが存在しなかった場合も考えられ、その場合には、一定の要素を考慮して決定される利

益が「相当の利益」となります（同条第７項）。

なお、使用者等と従業者等との間の自主的な取決めをできる限り尊重し、法が過剰に介入

することを防止する観点から、不合理であるか否かは、自主的な取決めの策定から利益の付

与までの全過程のうち、特に手続的な要素（自主的な取決めの策定の際に使用者等と従業者

等との間でどのような協議が行われたか、策定された取決めが従業者等にどのように開示さ

れたか、及び利益の決定について従業者等からどのような意見の聴取が行われたか等）を重

視して判断することとしています（同条第５項）。この手続的な要素については、その法的

な予見可能性を向上させるために、「特許法第 条第６項に基づく発明を奨励するための相

当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との

間で行われる協議の状況等に関する指針」（いわゆる「職務発明ガイドライン」）が定められ、

公表されています。
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（職務発明）

第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業

者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上

当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等に

おける従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）につ

いて特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発

明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

２ 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、

使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等

のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他

の定めの条項は、無効とする。

３ 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじ

め使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権

利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

４ 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を

受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実

施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者

等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専

用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益（次

項及び第七項において「相当の利益」という。）を受ける権利を有する。

５ 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利

益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる

協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行わ

れる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利

益を与えることが不合理であると認められるものであってはならない。

６ 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定

により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとす

る。

７ 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与

えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定によ

り受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、そ

の発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮し

て定めなければならない。

31 

［７］出願から特許権取得までの流れ

特特許許権権はは、、出出願願ししたただだけけでではは権権利利をを取取得得すするるここととががででききまませせんん。。出出願願ををすす

るるとと方方式式審審査査がが行行わわれれ、、ささららにに審審査査請請求求ををすするるとと審審査査官官にによよるる実実体体審審査査がが行行

わわれれまますす。。特特許許のの要要件件をを満満たたししてていいるる場場合合はは特特許許査査定定ががななさされれ、、特特許許料料のの納納

付付にによよりり特特許許原原簿簿にに登登録録さされれるるとと、、特特許許権権がが発発生生ししまますす。。特特許許のの要要件件をを満満たた

ししてていいなないいももののはは拒拒絶絶さされれまますす。。

（１）特許出願に必要な書類

特許出願するときは、「特許願（願書）」、「明細書」、「特許請求の範囲」、「要約書」、「図面

（化合物の合成方法のように図面を必要としない場合は不要）」の５つの書類について各１

通必要です（Ⅱ 様式編 特許（１）～（５） 参照）。

なお、要約書は、もっぱら公開特許公報への掲載を目的とするものであり、権利範囲の解

釈には用いないことになっています。

通常の特許出願料は、１件当たり 円です。
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（職務発明）

第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業

者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上

当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等に

おける従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）につ

いて特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発

明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

２ 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、

使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等

のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他

の定めの条項は、無効とする。

３ 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじ

め使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権

利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

４ 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を

受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実

施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者

等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専

用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益（次

項及び第七項において「相当の利益」という。）を受ける権利を有する。

５ 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利

益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる

協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行わ

れる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利

益を与えることが不合理であると認められるものであってはならない。

６ 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定

により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとす

る。

７ 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与

えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定によ

り受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、そ

の発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮し

て定めなければならない。
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［７］出願から特許権取得までの流れ

特特許許権権はは、、出出願願ししたただだけけでではは権権利利をを取取得得すするるここととががででききまませせんん。。出出願願ををすす

るるとと方方式式審審査査がが行行わわれれ、、ささららにに審審査査請請求求ををすするるとと審審査査官官にによよるる実実体体審審査査がが行行

わわれれまますす。。特特許許のの要要件件をを満満たたししてていいるる場場合合はは特特許許査査定定ががななさされれ、、特特許許料料のの納納

付付にによよりり特特許許原原簿簿にに登登録録さされれるるとと、、特特許許権権がが発発生生ししまますす。。特特許許のの要要件件をを満満たた

ししてていいなないいももののはは拒拒絶絶さされれまますす。。

（１）特許出願に必要な書類

特許出願するときは、「特許願（願書）」、「明細書」、「特許請求の範囲」、「要約書」、「図面

（化合物の合成方法のように図面を必要としない場合は不要）」の５つの書類について各１

通必要です（Ⅱ 様式編 特許（１）～（５） 参照）。

なお、要約書は、もっぱら公開特許公報への掲載を目的とするものであり、権利範囲の解

釈には用いないことになっています。

通常の特許出願料は、１件当たり 円です。
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（注）特許出願に必要な書類は、一定の様式を満たしている必要があります（特許法施行規

則等で定められています。）。出願書類を作成する場合には、項目の欠落や内容の記載漏

れがないかどうか十分に確認する必要があります。

（２）特許出願の手続

特許出願書類は、特許庁に提出する必要があります。提出の方法は、①パソコンを利用し

た電子出願手続と、②書面による出願手続があります。

① 電子出願

自宅や会社等のパソコンを使って、特許出願書類等を特許庁へ提出することができます。

電子出願するためには、インターネットへ接続しているパソコン、所定の認証局が発行す

る「電子証明書（有料 ）」を取得し、「インターネット出願ソフト」をパソコンへインストー

ルするなど事前準備が必要です。

以上の準備を済ませた後、インターネット出願ソフトの申請人情報・証明書管理ツールを

起動し、手続者の「識別番号 」と電子証明書の組合せを登録する（申請人利用登録）ことで

特許庁への電子出願が可能となります。初めて特許庁に出願される方（弁理士・弁護士・弁

理士法人・弁護士法人を除く）は、申請人利用登録をすることにより新規に識別番号を取得

できます。

なお、電子出願の設備・環境が整っていない申請人の方であっても、各都道府県のＩＮＰ

ＩＴ知財総合支援窓口に設置されている電子出願用端末（無料）を利用することで電子出願

が可能です 電子証明書が必要です。 。

 
個人番号カード（マイナンバーカード）は、現在、無料で取得可能です。

特許庁は手続者に対し、識別番号（アラビア数字からなる９桁のコード）を付与しています。識別番号は

手続ごとではなく、１人の手続者に１つの番号が付与され、手続者の住所・氏名の情報を管理します。

。 

【書類名】特許願

発明者や出願人等

を記載します。

【書類名】図面

発明の内容理解に

役立つ図面を記載

します。

【書類名】要約書

発明全体のポイン

トを簡潔に記載し

ます。

【書類名】特許請

求の範囲

求める権利の範囲

を記載します。

【書類名】明細書

発明の内容を記載

します。

特許
印紙
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（参考）

○電子出願の事前準備について

「電子出願ソフトサポートサイト」内の「事前準備～電子出願までの流れ」

（ ）を参照ください。

○インターネット出願ソフトの操作方法やマニュアル等について

「電子出願ソフトサポートサイト」（ ）

を参照ください。

○インターネット出願ソフトの環境設定・操作方法等について

＜電子出願ソフトサポートセンター＞

・受付時間 平日 ～

（バージョンリリース後においては、開庁日 日間 ～ ）

・ 東京

・ 大阪

・

○電子出願用端末の利用について

「知財総合支援窓口知財ポータル」 から、各都道

府県の窓口へお問い合わせください。

② 書面による出願

特許出願書類等を書面で提出する場合は、特許庁出願課の窓口に提出する方法、郵送によ

る方法 なるべく「書留」「簡易書留郵便」「特定記録郵便」を御利用ください。 の２通りが

あります。

＜御注意ください＞

電子出願で提出可能な書類を書面で提出した場合には、別途「書面の電子化に要する手数

料」を負担していただく必要があります。
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（注）特許出願に必要な書類は、一定の様式を満たしている必要があります（特許法施行規

則等で定められています。）。出願書類を作成する場合には、項目の欠落や内容の記載漏

れがないかどうか十分に確認する必要があります。

（２）特許出願の手続

特許出願書類は、特許庁に提出する必要があります。提出の方法は、①パソコンを利用し

た電子出願手続と、②書面による出願手続があります。

① 電子出願

自宅や会社等のパソコンを使って、特許出願書類等を特許庁へ提出することができます。

電子出願するためには、インターネットへ接続しているパソコン、所定の認証局が発行す

る「電子証明書（有料 ）」を取得し、「インターネット出願ソフト」をパソコンへインストー

ルするなど事前準備が必要です。

以上の準備を済ませた後、インターネット出願ソフトの申請人情報・証明書管理ツールを

起動し、手続者の「識別番号 」と電子証明書の組合せを登録する（申請人利用登録）ことで

特許庁への電子出願が可能となります。初めて特許庁に出願される方（弁理士・弁護士・弁

理士法人・弁護士法人を除く）は、申請人利用登録をすることにより新規に識別番号を取得

できます。

なお、電子出願の設備・環境が整っていない申請人の方であっても、各都道府県のＩＮＰ

ＩＴ知財総合支援窓口に設置されている電子出願用端末（無料）を利用することで電子出願

が可能です 電子証明書が必要です。 。

 
個人番号カード（マイナンバーカード）は、現在、無料で取得可能です。

特許庁は手続者に対し、識別番号（アラビア数字からなる９桁のコード）を付与しています。識別番号は

手続ごとではなく、１人の手続者に１つの番号が付与され、手続者の住所・氏名の情報を管理します。

。 

【書類名】特許願

発明者や出願人等

を記載します。

【書類名】図面

発明の内容理解に

役立つ図面を記載

します。

【書類名】要約書

発明全体のポイン

トを簡潔に記載し

ます。

【書類名】特許請

求の範囲

求める権利の範囲

を記載します。

【書類名】明細書

発明の内容を記載

します。

特許
印紙
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（参考）

○電子出願の事前準備について

「電子出願ソフトサポートサイト」内の「事前準備～電子出願までの流れ」

（ ）を参照ください。

○インターネット出願ソフトの操作方法やマニュアル等について

「電子出願ソフトサポートサイト」（ ）

を参照ください。

○インターネット出願ソフトの環境設定・操作方法等について

＜電子出願ソフトサポートセンター＞

・受付時間 平日 ～

（バージョンリリース後においては、開庁日 日間 ～ ）

・ 東京

・ 大阪

・

○電子出願用端末の利用について

「知財総合支援窓口知財ポータル」 から、各都道

府県の窓口へお問い合わせください。

② 書面による出願

特許出願書類等を書面で提出する場合は、特許庁出願課の窓口に提出する方法、郵送によ

る方法 なるべく「書留」「簡易書留郵便」「特定記録郵便」を御利用ください。 の２通りが

あります。

＜御注意ください＞

電子出願で提出可能な書類を書面で提出した場合には、別途「書面の電子化に要する手数

料」を負担していただく必要があります。

− 32 − − 33 −
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（参考）

○書面の電子化手数料＝基本料金 円＋（ 円×枚数）

電子化手数料は、手続１件ごとに上記の料金が必要となります。

（例えば、特許願と同時に出願審査請求書を提出した場合は、「特許願」＋「出願審査請

求書」の２手続とカウントしますので、２手続分の電子化手数料が必要です。）

電子化手数料の納付は、電子化の事務処理を行う登録情報処理機関「一般財団法人工業

所有権電子情報化センター」から送付される「振込用紙」を用いて、郵便局又は銀行で手

数料相当額を納付（振込手数料はお客様負担）していただくことになります。

なお、決められた期日を経過しても手数料の納付がなかった場合は、補正命令の手続を

経て当該手続は却下されることになります（出願後の各手続においても、原則同様）。

○書面で手続する場合の電子化手数料について

電子化手数料の詳細は、特許庁ホームページ内「書面で手続する場合の電子化手数料に

ついて」（ ）を参

照ください。

③ 事前手続

特許出願等の手続をする者（代理人を含む）は、出願等の手続に先立って、あらかじめ次

の１）及び２）の手続を行う必要があります。

１）識別番号の付与請求

識別番号とは、手続をする者に対し、特許庁長官が付与する９桁のコードです。識別番号

は、手続毎ではなく１人の手続者に１つのコードが付与されます。

特許庁では、識別番号の付与の請求に基づき、その請求者に識別番号を付与し、申請人情

報「住所（居所）、氏名（名称）等」を登録して、請求者へその番号を通知します。

電子出願の場合は、申請人利用登録をすることにより、識別番号が付与されます（弁理士・

弁護士・弁理士法人・弁護士法人を除く）。

なお、識別番号の付与を受けていない者が、各出願、出願人名義変更の届出、拒絶査定等

に対する審判請求、包括委任状の提出、予納の届出等を提出したときは、特許庁長官が職権

により識別番号を付与し、それらの者に付与した識別番号を通知します。

＜御注意ください＞

識別番号は、各手続書類の所定の位置に記載することにより、本人確認の方法に用いられ

ます。また、特許庁から発出する各種文書は、当該登録された申請人情報に基づき送付され

ます。

このため、識別番号の付与を受けた者の住所、氏名等に変更があった場合は、必ず住所、

氏名等の変更届を提出してください。

なお、登録された住所と実際に郵便物をお受け取りいただく住所が異なる場合は、「送付

ト 
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先住所変更届」を提出してください。

２）包括委任状（事件を特定しない代理権を証明する書面）の提出

包括委任状とは、手続をする者が代理人に対し、特許出願等の手続について事件を特定せ

ずに包括的な代理権を授与したことを証明する書面です。この包括委任状をあらかじめ特許

庁長官に提出した場合には代理権の証明を必要とする手続において、その包括委任状の番号

を記載し、当該包括委任状を援用することにより代理権の証明を行います。

④ 料金の納付方法

電子出願では、以下の１）、２）、３）、５）及び６ の納付方法が利用できます。また、書

面による出願では、以下の２）、３）、４、５）及び６）の納付方法が利用できます。

１）口座振替による納付

口座振替による納付は、特許庁が申出人の預貯金口座から、手続と同時に手数料等を引き

落とす方法です。電子出願にのみ利用できます。口座振替の利用には、事前登録手続が必要

です。

○ 事前登録手続について

・特許庁ホームページから申出書を入手し、必要事項（識別番号、金融機関名、口座番号、

銀行印等）を記載して特許庁に書面で提出してください。

・約１か月で登録が完了し、特許庁から振替番号登録通知を送付します。

・振替番号登録通知が届いたら利用可能です。

口座振替状況の明細は、インターネット出願ソフトの「口座振替情報照会」により確認

できます（金融機関の預貯金通帳には引落とし情報のみ表示されます）。

詳しくは、特許庁ホームページ「口座振替による納付」

（ ）を参照く

ださい。

２）電子現金納付

電子現金納付は、「 （ペイジー）」に対応した金融機関のインターネットバンキン

グやＡＴＭから、手続ごとに手数料等を払い込む方法です。電子出願及び書面による手続と

もに利用できますが、インターネット出願ソフトが必要です。

○ 電子現金納付の手続の流れ

・インターネット出願ソフトを利用して納付番号を取得します（納付番号は、１つの手続

に対し１つの納付番号が必要です）。

・その納付番号を用い、インターネットバンキング又はＡＴＭから手数料等を払い込みま

 
包括委任状の提出があったときは、当該委任状に番号を付与し、提出者（代理人）にその番号を通知しま

す。

ト 
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（参考）

○書面の電子化手数料＝基本料金 円＋（ 円×枚数）

電子化手数料は、手続１件ごとに上記の料金が必要となります。

（例えば、特許願と同時に出願審査請求書を提出した場合は、「特許願」＋「出願審査請

求書」の２手続とカウントしますので、２手続分の電子化手数料が必要です。）

電子化手数料の納付は、電子化の事務処理を行う登録情報処理機関「一般財団法人工業

所有権電子情報化センター」から送付される「振込用紙」を用いて、郵便局又は銀行で手

数料相当額を納付（振込手数料はお客様負担）していただくことになります。

なお、決められた期日を経過しても手数料の納付がなかった場合は、補正命令の手続を

経て当該手続は却下されることになります（出願後の各手続においても、原則同様）。

○書面で手続する場合の電子化手数料について

電子化手数料の詳細は、特許庁ホームページ内「書面で手続する場合の電子化手数料に

ついて」（ ）を参

照ください。

③ 事前手続

特許出願等の手続をする者（代理人を含む）は、出願等の手続に先立って、あらかじめ次

の１）及び２）の手続を行う必要があります。

１）識別番号の付与請求

識別番号とは、手続をする者に対し、特許庁長官が付与する９桁のコードです。識別番号

は、手続毎ではなく１人の手続者に１つのコードが付与されます。

特許庁では、識別番号の付与の請求に基づき、その請求者に識別番号を付与し、申請人情

報「住所（居所）、氏名（名称）等」を登録して、請求者へその番号を通知します。

電子出願の場合は、申請人利用登録をすることにより、識別番号が付与されます（弁理士・

弁護士・弁理士法人・弁護士法人を除く）。

なお、識別番号の付与を受けていない者が、各出願、出願人名義変更の届出、拒絶査定等

に対する審判請求、包括委任状の提出、予納の届出等を提出したときは、特許庁長官が職権

により識別番号を付与し、それらの者に付与した識別番号を通知します。

＜御注意ください＞

識別番号は、各手続書類の所定の位置に記載することにより、本人確認の方法に用いられ

ます。また、特許庁から発出する各種文書は、当該登録された申請人情報に基づき送付され

ます。

このため、識別番号の付与を受けた者の住所、氏名等に変更があった場合は、必ず住所、

氏名等の変更届を提出してください。

なお、登録された住所と実際に郵便物をお受け取りいただく住所が異なる場合は、「送付

ト 
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先住所変更届」を提出してください。

２）包括委任状（事件を特定しない代理権を証明する書面）の提出

包括委任状とは、手続をする者が代理人に対し、特許出願等の手続について事件を特定せ

ずに包括的な代理権を授与したことを証明する書面です。この包括委任状をあらかじめ特許

庁長官に提出した場合には代理権の証明を必要とする手続において、その包括委任状の番号

を記載し、当該包括委任状を援用することにより代理権の証明を行います。

④ 料金の納付方法

電子出願では、以下の１）、２）、３）、５）及び６ の納付方法が利用できます。また、書

面による出願では、以下の２）、３）、４、５）及び６）の納付方法が利用できます。

１）口座振替による納付

口座振替による納付は、特許庁が申出人の預貯金口座から、手続と同時に手数料等を引き

落とす方法です。電子出願にのみ利用できます。口座振替の利用には、事前登録手続が必要

です。

○ 事前登録手続について

・特許庁ホームページから申出書を入手し、必要事項（識別番号、金融機関名、口座番号、

銀行印等）を記載して特許庁に書面で提出してください。

・約１か月で登録が完了し、特許庁から振替番号登録通知を送付します。

・振替番号登録通知が届いたら利用可能です。

口座振替状況の明細は、インターネット出願ソフトの「口座振替情報照会」により確認

できます（金融機関の預貯金通帳には引落とし情報のみ表示されます）。

詳しくは、特許庁ホームページ「口座振替による納付」

（ ）を参照く

ださい。

２）電子現金納付

電子現金納付は、「 （ペイジー）」に対応した金融機関のインターネットバンキン

グやＡＴＭから、手続ごとに手数料等を払い込む方法です。電子出願及び書面による手続と

もに利用できますが、インターネット出願ソフトが必要です。

○ 電子現金納付の手続の流れ

・インターネット出願ソフトを利用して納付番号を取得します（納付番号は、１つの手続

に対し１つの納付番号が必要です）。

・その納付番号を用い、インターネットバンキング又はＡＴＭから手数料等を払い込みま

 
包括委任状の提出があったときは、当該委任状に番号を付与し、提出者（代理人）にその番号を通知しま

す。

ト 
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す。

電子現金納付状況の明細は、インターネット出願ソフトの「納付番号明細照会」により

確認できます。

３）現金納付（納付書による振込）

現金納付は、特許庁専用の納付書を用いて、金融機関の窓口から手数料等を払い込む方法

です。現金を直接特許庁へ持参又は郵送しての納付はできません。

電子出願及び書面による手続ともに利用できますが（一部例外あり）、事前に利用請求及

び納付書の交付請求が必要です。

○ 納付書の交付について

・初めて現金納付を利用する場合は、識別番号の既保有の有無にかかわらず「現金納付に

係る識別番号付与請求書」を所定の様式に従って作成し、特許庁に書面で提出してくだ

さい。

※なお、二回目以降は、所定の様式に従って「納付書交付請求書」を作成し、住所、氏名

等及び納付書の交付希望枚数を記入して、特許庁に書面で提出してください。

・請求により住所、氏名、識別番号その他所定の事項が印刷された納付書（４枚綴り）を

交付します（ただし、一度の交付枚数は５０枚が限度です。）。納付書は、１つの手続に

対し１つの納付書が必要です。

○ 手数料等の払込み方法について

・交付された納付書に、対応する手続種別及び金額等の必要事項を記入し、現金とともに

金融機関の窓口に持ち込んで手数料等を納付します。

・納付後、窓口にて「納付書・領収証書」及び「納付済証（特許庁提出用）」を受け取って

ください。

○ 現金納付を利用した手続について

・書面による手続の場合には、手続書面の別紙に「納付済証（特許庁提出用）」を貼り付

け、手続書面の添付書類として特許庁に提出します。

・電子出願による手続の場合には、手続の提出から３日以内に「納付済証（特許庁提出用）」

を手続補足書に添付して特許庁に書面で提出します。

・なお、電子出願での特許料等の納付や閲覧請求等の手続には、上記手続補足書による手

続ができないため現金納付の利用はできません。

４）特許印紙による納付

「特許印紙」による納付は、手続書類ごとに、手続書類の所定の位置に必要な金額分の特

許印紙を貼り付けて提出する納付方法です。

特許印紙は、額面 円、 円、 円、 円、 円、 円、 円、
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円、 円、 円、 円の 種類が発行されており、全国の主な郵便局等で

販売しています。購入に際しては、在庫が無い場合もありますので事前に問合せを行うこと

をお勧めします。

＜御注意ください＞

「特許印紙」を購入する際は、他の印紙（収入印紙等）と間違わないように「特許印紙」

であることを確認してください。

５）予納による納付

予納による納付は、納付すべき手数料等をあらかじめ特許庁に納めておき、個々の手続の

際に必要な手数料等の額を引き落として納付する制度です。

電子出願及び書面による納付ともに利用できますが、事前の届出を要するほか、電子現金

納付（インターネット出願ソフトを利用）又は現金納付書（銀行振込）による予納が必要で

す。

○ 事前の届出（予納台帳番号取得）について

・書面手続で取得する場合は、所定の様式に従って「予納届」を作成し、特許庁に提出し

ます。特許庁は、予納届を提出した者に対して予納台帳を作成し、予納台帳番号を通知

します。

・インターネット出願ソフトで取得する場合は、初回の申請人利用登録時又は補助機能

「予納台帳番号取得」から予納台帳番号を取得します。

○ 予納について

・電子現金納付による予納は、インターネット出願ソフトを利用して納付番号を取得後、

その納付番号にペイジー（ ）が利用できる金融機関のインターネットバンキン

グ又はＡ Ｍから料金を払い込み、予納台帳に納付します。

・現金納付による予納は、あらかじめ特許庁専用の現金納付書を入手し、金融機関の窓口

で振込を行った後、所定の様式に従って「予納書」を作成し、金融機関から返却された

「納付済証（特許庁提出用）」を別紙に貼付して、「予納書」に添付して特許庁に書面で

提出し、予納台帳に納付します。

予納台帳状況の明細は、インターネット出願ソフトの「オンライン予納照会」により確

認できます。

６）指定立替納付（クレジットカードによる納付）

指定立替による納付は、クレジットカードを利用して手数料を支払う方法です。電子出願

及び窓口での出願に利用できます。クレジットカードで納付を行う場合には、「 セキュア」

（本人認証サービス）の登録が済んでいるクレジットカードが必要です。（「 セキュア」の

登録は、クレジットカード発行会社のサイトで登録できます）。
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す。

電子現金納付状況の明細は、インターネット出願ソフトの「納付番号明細照会」により

確認できます。

３）現金納付（納付書による振込）

現金納付は、特許庁専用の納付書を用いて、金融機関の窓口から手数料等を払い込む方法

です。現金を直接特許庁へ持参又は郵送しての納付はできません。

電子出願及び書面による手続ともに利用できますが（一部例外あり）、事前に利用請求及

び納付書の交付請求が必要です。

○ 納付書の交付について

・初めて現金納付を利用する場合は、識別番号の既保有の有無にかかわらず「現金納付に

係る識別番号付与請求書」を所定の様式に従って作成し、特許庁に書面で提出してくだ

さい。

※なお、二回目以降は、所定の様式に従って「納付書交付請求書」を作成し、住所、氏名

等及び納付書の交付希望枚数を記入して、特許庁に書面で提出してください。

・請求により住所、氏名、識別番号その他所定の事項が印刷された納付書（４枚綴り）を

交付します（ただし、一度の交付枚数は５０枚が限度です。）。納付書は、１つの手続に

対し１つの納付書が必要です。

○ 手数料等の払込み方法について

・交付された納付書に、対応する手続種別及び金額等の必要事項を記入し、現金とともに

金融機関の窓口に持ち込んで手数料等を納付します。

・納付後、窓口にて「納付書・領収証書」及び「納付済証（特許庁提出用）」を受け取って

ください。

○ 現金納付を利用した手続について

・書面による手続の場合には、手続書面の別紙に「納付済証（特許庁提出用）」を貼り付

け、手続書面の添付書類として特許庁に提出します。

・電子出願による手続の場合には、手続の提出から３日以内に「納付済証（特許庁提出用）」

を手続補足書に添付して特許庁に書面で提出します。

・なお、電子出願での特許料等の納付や閲覧請求等の手続には、上記手続補足書による手

続ができないため現金納付の利用はできません。

４）特許印紙による納付

「特許印紙」による納付は、手続書類ごとに、手続書類の所定の位置に必要な金額分の特

許印紙を貼り付けて提出する納付方法です。

特許印紙は、額面 円、 円、 円、 円、 円、 円、 円、
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円、 円、 円、 円の 種類が発行されており、全国の主な郵便局等で

販売しています。購入に際しては、在庫が無い場合もありますので事前に問合せを行うこと

をお勧めします。

＜御注意ください＞

「特許印紙」を購入する際は、他の印紙（収入印紙等）と間違わないように「特許印紙」

であることを確認してください。

５）予納による納付

予納による納付は、納付すべき手数料等をあらかじめ特許庁に納めておき、個々の手続の

際に必要な手数料等の額を引き落として納付する制度です。

電子出願及び書面による納付ともに利用できますが、事前の届出を要するほか、電子現金

納付（インターネット出願ソフトを利用）又は現金納付書（銀行振込）による予納が必要で

す。

○ 事前の届出（予納台帳番号取得）について

・書面手続で取得する場合は、所定の様式に従って「予納届」を作成し、特許庁に提出し

ます。特許庁は、予納届を提出した者に対して予納台帳を作成し、予納台帳番号を通知

します。

・インターネット出願ソフトで取得する場合は、初回の申請人利用登録時又は補助機能

「予納台帳番号取得」から予納台帳番号を取得します。

○ 予納について

・電子現金納付による予納は、インターネット出願ソフトを利用して納付番号を取得後、

その納付番号にペイジー（ ）が利用できる金融機関のインターネットバンキン

グ又はＡ Ｍから料金を払い込み、予納台帳に納付します。

・現金納付による予納は、あらかじめ特許庁専用の現金納付書を入手し、金融機関の窓口

で振込を行った後、所定の様式に従って「予納書」を作成し、金融機関から返却された

「納付済証（特許庁提出用）」を別紙に貼付して、「予納書」に添付して特許庁に書面で

提出し、予納台帳に納付します。

予納台帳状況の明細は、インターネット出願ソフトの「オンライン予納照会」により確

認できます。

６）指定立替納付（クレジットカードによる納付）

指定立替による納付は、クレジットカードを利用して手数料を支払う方法です。電子出願

及び窓口での出願に利用できます。クレジットカードで納付を行う場合には、「 セキュア」

（本人認証サービス）の登録が済んでいるクレジットカードが必要です。（「 セキュア」の

登録は、クレジットカード発行会社のサイトで登録できます）。
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指定立替納付状況の明細は、インターネット出願ソフトの「指定立替納付照会」により確

認できます。

（３）様々な制度に基づく出願

① 国内優先権制度を利用した出願（第 条）

既にされている自己の特許出願又は実用新案登録出願（以下「先の出願」といいます。）

を基礎として新たな特許出願をしようとする場合には、先の出願の日から１年以内に限り、

その出願に基づいて優先権を主張することができます。優先権の主張は、優先権主張書を優

先日から１年４月以内に提出することにより行います。また、願書に優先権主張書に記載す

べき事項を記載して優先権主張書の提出を省略することもできます。

この優先権を主張して新たな出願をした場合には、先の出願は、その出願日から１年４月

を経過した時に取り下げたものとみなされます。ただし令和６年５月１日以降は、経済安全

保障推進法第 条第１項の規定により保全指定がされた特許出願を基礎とする優先権の主

張を伴う特許出願がされた場合における先の出願の取下げについては、経済産業省令で定め

る期間（１年４月）を経過した時又は当該先の出願について同法第 条第２項の規定によ

る保全指定の解除又は保全指定の期間の満了の通知を受けた時のうちいずれか遅い時とな

ります（同法第 条第２項）。

新たな特許出願に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲（実用

新案登録請求の範囲）又は図面に記載されている発明については、その特許要件の判断に関

し、当該先の出願の時に出願されたものとみなすという優先的な取扱いを受けることができ

ます。
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② 特許出願の分割（第 条）

二つ以上の発明を包含する特許出願の一部を、一又は二以上の新たな特許出願とすること

ができます。特許出願が単一性の要件を満たさない発明を含んでいる場合や、出願当初の特

許請求の範囲には記載されていないものの、明細書の発明の詳細な説明や図面に記載されて

いる発明が含まれている場合には、これらの発明に対してもできるだけ保護の途を開く観点

から設けられた規定です。

この新たな出願は、一部の規定の適用を除いて、もとの

特許出願の時に出願されたものとみなされます。この分割

は、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の

範囲又は図面について補正をすることができる時又は期

間内、特許査定の謄本送達後 日以内（設定登録前に限

る）、及び、拒絶査定の謄本送達後３月以内に限り行うこ

とができます（ただし、特許査定後・拒絶査定後の出願の

分割は、平成 年４月１日以降の出願についてのみ可能です）。

③ 出願の変更（特許法第 条、実用新案法第 条及び意匠法第 条）

特許出願と実用新案登録出願及び意匠登録出願は、相互に出願形式を変更することができ

ます。ただし、変更出願をすることができるのは、それぞれの出願形態により以下の期間に

限られ、また、出願の変更がされた場合、もとの出願は取り下げられたものとみなされます。

実用新案 → 特 許

（実用新案登録に基づく特許

出願を除く）

出願の日から３年以内

特 許 → 実用新案※

意 匠 → 実用新案

出願の日から９年６月以内又は最初の拒絶査定謄本の送達の日から３

月以内

意 匠 → 特 許 出願の日から３年以内又は最初の拒絶査定謄本の送達の日から３月以

内

特 許 → 意 匠※ 出願係属中又は最初の拒絶査定謄本の送達の日から３月以内

実用新案 → 意 匠 出願係属中

※ただし、令和６年５月１日以降は経済安全保障推進法第 条第１項の規定により通知を受けた指定特

許出願人が、同法第 条第２項の規定による保全指定の解除又は保全指定の期間の満了の通知を受け

る前に、実用新案法第 条第１項に規定する実用新案登録出願又は意匠法第 条第１項に規定する

意匠登録出願に変更することはできません。（経済安全保障推進法第 条第２項）

④ 実用新案登録に基づく特許出願（第 条の２）

実用新案登録がされた後に実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、自己の実用新案登録

に基づいて特許出願をすることができます。この特許出願は、その基礎とした実用新案登録

に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされますが、この出願をしたときは、その基
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指定立替納付状況の明細は、インターネット出願ソフトの「指定立替納付照会」により確

認できます。

（３）様々な制度に基づく出願

① 国内優先権制度を利用した出願（第 条）

既にされている自己の特許出願又は実用新案登録出願（以下「先の出願」といいます。）

を基礎として新たな特許出願をしようとする場合には、先の出願の日から１年以内に限り、

その出願に基づいて優先権を主張することができます。優先権の主張は、優先権主張書を優

先日から１年４月以内に提出することにより行います。また、願書に優先権主張書に記載す

べき事項を記載して優先権主張書の提出を省略することもできます。

この優先権を主張して新たな出願をした場合には、先の出願は、その出願日から１年４月

を経過した時に取り下げたものとみなされます。ただし令和６年５月１日以降は、経済安全

保障推進法第 条第１項の規定により保全指定がされた特許出願を基礎とする優先権の主

張を伴う特許出願がされた場合における先の出願の取下げについては、経済産業省令で定め

る期間（１年４月）を経過した時又は当該先の出願について同法第 条第２項の規定によ

る保全指定の解除又は保全指定の期間の満了の通知を受けた時のうちいずれか遅い時とな

ります（同法第 条第２項）。

新たな特許出願に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲（実用

新案登録請求の範囲）又は図面に記載されている発明については、その特許要件の判断に関

し、当該先の出願の時に出願されたものとみなすという優先的な取扱いを受けることができ

ます。
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② 特許出願の分割（第 条）

二つ以上の発明を包含する特許出願の一部を、一又は二以上の新たな特許出願とすること

ができます。特許出願が単一性の要件を満たさない発明を含んでいる場合や、出願当初の特

許請求の範囲には記載されていないものの、明細書の発明の詳細な説明や図面に記載されて

いる発明が含まれている場合には、これらの発明に対してもできるだけ保護の途を開く観点

から設けられた規定です。

この新たな出願は、一部の規定の適用を除いて、もとの

特許出願の時に出願されたものとみなされます。この分割

は、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の

範囲又は図面について補正をすることができる時又は期

間内、特許査定の謄本送達後 日以内（設定登録前に限

る）、及び、拒絶査定の謄本送達後３月以内に限り行うこ

とができます（ただし、特許査定後・拒絶査定後の出願の

分割は、平成 年４月１日以降の出願についてのみ可能です）。

③ 出願の変更（特許法第 条、実用新案法第 条及び意匠法第 条）

特許出願と実用新案登録出願及び意匠登録出願は、相互に出願形式を変更することができ

ます。ただし、変更出願をすることができるのは、それぞれの出願形態により以下の期間に

限られ、また、出願の変更がされた場合、もとの出願は取り下げられたものとみなされます。

実用新案 → 特 許

（実用新案登録に基づく特許

出願を除く）

出願の日から３年以内

特 許 → 実用新案※

意 匠 → 実用新案

出願の日から９年６月以内又は最初の拒絶査定謄本の送達の日から３

月以内

意 匠 → 特 許 出願の日から３年以内又は最初の拒絶査定謄本の送達の日から３月以

内

特 許 → 意 匠※ 出願係属中又は最初の拒絶査定謄本の送達の日から３月以内

実用新案 → 意 匠 出願係属中

※ただし、令和６年５月１日以降は経済安全保障推進法第 条第１項の規定により通知を受けた指定特

許出願人が、同法第 条第２項の規定による保全指定の解除又は保全指定の期間の満了の通知を受け

る前に、実用新案法第 条第１項に規定する実用新案登録出願又は意匠法第 条第１項に規定する

意匠登録出願に変更することはできません。（経済安全保障推進法第 条第２項）

④ 実用新案登録に基づく特許出願（第 条の２）

実用新案登録がされた後に実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、自己の実用新案登録

に基づいて特許出願をすることができます。この特許出願は、その基礎とした実用新案登録

に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされますが、この出願をしたときは、その基
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礎となる実用新案権を放棄しなければなりません。

実用新案→特許 実用新案登録の出願の日から３年を経過したとき

評価請求に伴う制限 ①本人請求後、又は②他人請求通知後 日経過時

無効審判請求に伴う制限 最初に指定された答弁書提出期間を経過したとき

（４）出願公開

出願公開とは、特許出願の日から１年６月経過したときに、特許出願の明細書等を掲載し

た公開特許公報を発行し、出願内容を一般に公表することをいいます。この出願公開は、出

願公開前に出願の取下げなどがあったものを除き、原則として全ての特許出願について行わ

れます。

① 出願公開制度（第 条）

出願公開制度導入前は、審査官が特許出願を審査した後に拒絶の理由を発見しないときは、

審査官が特許すべきと判断したものを、出願公告によってその出願内容を一般に公表してい

ましたが、出願件数の増大と技術内容の高度化により、特許審査の処理に時間がかかるよう

になり、出願内容の公表が遅れがちになりました。

このため、同じ技術を重複して研究し、重複した出願がなされるという弊害が生じました。

そこで、こうした弊害を防止するために、昭和 年から出願公開制度を導入しました。特

許出願の内容は出願の日から１年６月を経過しますと審査の段階のいかんにかかわらず「公

開特許公報」（原則毎日（特許庁開庁日）発行）に掲載され、広く一般に公表されます。

なお、令和６年５月１日以降は、以下に掲げる期間中は出願公開されません（経済安全保

障推進法第 条第７項）。

１）特許庁長官が経済安全保障推進法第 条第１項本文若しくは同条第２項の規定による

内閣総理大臣へ送付をする場合に該当しないと判断するまで、又は当該送付がされずに同

条第１項本文に規定する期間が経過するまでの間。

２）内閣総理大臣が保全指定をする必要がないと認め、その旨を特許出願人及び特許庁長官

に通知するまでの間。

３）内閣総理大臣が保全指定を解除し又は保全指定の期間が満了し、その旨を指定特許出願

人及び特許庁長官に通知するまでの間。

② 公開特許公報（第 条第２項）

公開特許公報には、出願人名等の書誌的事項、発明の要約、代表図、特許請求の範囲、明

細書の全文、必要な図面等が掲載されます（Ⅲ参考編 ２．公開特許公報（見本）参照）。

ただし、特許庁長官が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める部分（広告宣

伝記事など）については掲載されません。

この公開特許公報は、特許庁のホームページからダウンロードすることができます。また、

独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する特許情報プラットフォーム（以下「

」といいます。）で御覧いただくことも可能です。
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③ 出願公開の請求（第 条の２）

特許出願人は、その特許出願が、１）出願公開されている場合、２）パリ条約による優

先権等の主張を伴う出願で証明書が提出されていない場合、３）外国語書面出願で外国語

書面の翻訳文が提出されていない場合を除き、その特許出願について出願公開の請求をす

ることができます。

出願公開の請求をすると特許出願の日から１年６月の経過を待たずに出願公開されます

が、令和６年５月１日以降は、上記①１）から３）までの期間中は公開されません。

以下の（ⅰ）から（ⅲ）まで３点については注意が必要です。

（ⅰ）出願公開請求書の提出後に、出願が放棄若しくは取下げ又は拒絶査定が確定した

場合も出願公開は行われます。

（ⅱ）出願から１年４月以内であっても、要約書の補正はできません。

（ⅲ）出願公開の請求は取り下げることができません。

④ 補償金請求権（第 条）

出願公開されると、発明の内容が一般に公表されますので、公衆の利益にはつながります

が、出願人にとっては他人に模倣される危険が高まります。そこで、出願人が出願公開され

た特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をした後、特許権の設定登録ま

での間に業としてその発明を実施した者に対して、その発明が特許されていたとした場合に

実施料相当額の補償金の支払いを請求できる「補償金請求権」を出願人に認めています。

なお、補償金請求権は、特許権の設定登録後でなければ行使することはできません。

（５）出願審査請求

特許出願した発明が特許になるかどうかは、特許庁の審査官による実体審査を経て判断が

下されます。この実体審査の手続に入るためには、出願日から３年以内に「出願審査請求書」

を提出しなければなりません。

① 出願審査の請求

特許出願された発明が、特許として登録されるかどうかは、特許庁の審査官による「実体

審査」で判断されます。この実体審査は全ての特許出願に対して行われるのではなく、「出
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願審査の請求」があった出願だけが審査されます。

先願主義を採用しているため、出願を急ぐあまり出願後に必要性がないことに気づいたり、

状況の変化により出願を維持する必要性がなくなったりすることもあります。したがって、

出願以降出願審査の請求をすることができますが、先願の技術内容が公開特許公報に掲載さ

れるのを待って改めて特許性の有無を確認し、特許を取得して事業化するだけの価値がある

か否か等をよく確かめてから出願審査の請求をすることが経済的といえます。

② 出願審査の請求期間

出願した日から３年以内に、「出願審査請求書」を特許庁に提出しなければなりません（Ⅱ

様式編 特許（６）出願審査請求書 参照）。この期間内に出願審査の請求がなかったとき

は、その特許出願は取り下げられたものとみなされます。ただし、令和６年５月１日以降は、

経済安全保障推進法第 条第１項の規定により保全指定がされた場合は、「出願の日から３

年を経過した日」又は「経済安全保障推進法第 条第２項の規定による保全指定の解除等

又は期間満了の通知を受けた時から３月を経過した日」のうちいずれか遅い日に出願が取り

下げられたものとみなされます（同法第 条第３項）。

また、この出願審査の請求は、特許出願人だけではなく第三者も行うことができます。

なお、取り下げられたものとみなされた特許出願であっても、特許出願人が期間内に出

願審査の請求をすることができなかったことが「故意によるものでない」ときは、出願審

査の請求が認められます。この場合、出願審査の請求期間の徒過後、手続をすることがで

きるようになった日から２月以内で、期間経過後１年以内に限り、出願審査の請求をする

ことができます。「故意でない基準」による期間徒過後の救済に係る手続の詳細等につい

ては、特許庁ホームページを参照ください。

○ 「故意でない基準」による期間徒過後の救済について

令和５年４月１日以降に手続期間を徒過した手続が「故意でない基準」の対象となりま

す。令和５年３月 日以前に手続期間を徒過した案件については、「正当な理由があるこ

と」が回復要件となります。

「正当な理由があること」の救済対象手続及び回復要件については、「期間徒過後の救

済規定に係るガイドライン（令和３年４月 日改訂版）」

（ ）を参照く

ださい。

③ 審査請求料

出願審査の請求をするためには、以下の手数料が必要です（Ⅲ参考編 １．産業財産権関

係料金一覧 参照）。

円＋（請求項の数× 円）
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なお、審査請求料について、その手数料を減免する措置があります。

また、出願審査の請求後、審査官から最初の通知等が来るまでの間に、特許出願が放棄さ

れ、又は取り下げられたときには、放棄又は取下げの日から６月以内に審査請求料を納付し

た者の請求により、審査請求料の半額が返還されます（第 条第９項）。

○ 年 月 日以降に審査請求をした案件の減免制度（新減免制度）について

○ 審査請求料返還制度について

http://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/henkan/henkan.html

（６）方式審査への対応

方式審査では、出願書類や各種手続が法令で定められた方式要件に適合しているか否かが

チェックされます。

また、出願人の資格や必要な手数料の納付に関する審査も行われます。

特許出願やその後の各種手続等の作成様式や提出期間については、特許法等関係法令に細

かく規定されていますので、手続を行う際には、定められた様式等に従って書面を作成しな

ければなりません。これら法令の規定に違反しているものは認められませんので、実際にな

された手続が当該各法令の規定に適合しているか否かを審査する必要があります。

この審査をすること、すなわち手続が「その根拠たる法律」又は「その法律に基づく命令」

で定める方式要件に適合しているか否かを審査することが方式審査です。

① 出願日の認定（第 条の２）

特許出願が、次のいずれかの条件に該当する場合には、特許出願の日が認定されません。

この場合は、特許庁長官から手続補完書を提出することができる旨の通知書が発送されます。

手続補完書が提出されたときは、当該出願の出願日は、手続補完書を提出した日となります。

手続補完書を提出しなかったときは、当該出願は却下されますので注意が必要です。
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この場合は、特許庁長官から手続補完書を提出することができる旨の通知書が発送されます。

手続補完書が提出されたときは、当該出願の出願日は、手続補完書を提出した日となります。

手続補完書を提出しなかったときは、当該出願は却下されますので注意が必要です。
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44 

１）特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。

２）特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる

程度に明確でないと認められるとき。

３）明細書が添付されていないとき。

② 手続の補正命令（第 条第３項）

出願の手続が、法令で定める方式要件を満たしていない場合は、手続の補正が命じられま

すので、指示に従って補正を行う必要があります。

なお、補正をしなかった場合には、補正の対象とされた手続が却下されることになります

ので、こちらも注意が必要です。

（７）実体審査への対応

方式審査をクリアし、出願審査請求がなされた出願は、審査官によって特許になるかどう

かの実質的な審査が行われます。これを「実体審査」といいます。

実体審査においては、特許庁の審査官が、出願された発明が「特許を受けることができる

発明」の条件を満たしているか否か、すなわち、拒絶理由（特許法第 条に列挙されてい

ます）がないかどうか調べます。審査官は、拒絶理由を発見しなかった場合には、審査段階

での最終処分である特許査定を行います。

一方、審査官が拒絶理由を発見した場合、すなわち特許査定できないと判断した場合は、

そのまま最終処分である拒絶査定をするわけではなく、まず拒絶理由通知書を送り、特許査

定できないことを出願人に知らせ、これに対する出願人の意見を聞きます。つまり、出願人

に対して、拒絶理由通知書に示された従来技術と自分の発明との違いを主張する意見書や、

特許請求の範囲や明細書等を補正する手続補正書を提出する機会が与えられます。意見書や

手続補正書をみても、拒絶理由が解消されておらず、やはり特許査定できないと審査官が判

断したときに、初めて拒絶査定されます。

拒絶査定を受けた者が、これに不服があるときは、審判によってその是非を争うことがで

きます。争わないときは拒絶査定が確定します。

45 

① 文献公知発明に係る情報の記載についての通知（第 条の７）

明細書中に先行技術文献情報の開示がない場合には、審査官から開示を求める旨の通知を

します。この通知に対し、適切な文献を開示しない場合には、拒絶理由を通知することにな

ります。

② 拒絶理由通知（第 条）

実体審査の段階で審査官が審査をした結果、前述した拒絶理由に該当すると判断した場合

は、即座に拒絶査定をするのではなく、あらかじめその旨を出願人に通知することとしてい

ます。これを拒絶理由通知といいます（Ⅱ様式編 １．特許（７）拒絶理由通知書 参照）。

通知される拒絶理由の大半は、先行技術が記載されている文献が引用例として提示され、

発明として新しくない、あるいは容易に考えられる発明であるとする「新規性・進歩性の欠

如」に関するものや、明細書等の「記載不備」に関するものです。

拒絶理由が通知されると、指定期間内（国内居住者 日、在外者３月）に意見を述べる

機会が与えられるため、必要な場合には意見書や手続補正書を提出して対処します。この対

処を怠ると、ほとんどの場合、拒絶査定がなされてしまいますので注意が必要です。

③ 意見書の提出

意見書とは、出願人の意見を述べ、審査官の拒絶理由に対して反論するための書類をいい

ます。

例えば、通知された拒絶理由が新規性・進歩性の欠如を理由としている場合は、主として

その特許出願の前に公開された特許公報類が引用されているため、これら刊行物を取り寄せ

て、自分の発明との違いなどを検討します。そして、もし両者が異なっていると考える場合

には、どのような点で異なっているのかについて論理的かつ具体的に述べます。また、従来
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１）特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。

２）特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる

程度に明確でないと認められるとき。

３）明細書が添付されていないとき。

② 手続の補正命令（第 条第３項）

出願の手続が、法令で定める方式要件を満たしていない場合は、手続の補正が命じられま

すので、指示に従って補正を行う必要があります。

なお、補正をしなかった場合には、補正の対象とされた手続が却下されることになります

ので、こちらも注意が必要です。

（７）実体審査への対応

方式審査をクリアし、出願審査請求がなされた出願は、審査官によって特許になるかどう

かの実質的な審査が行われます。これを「実体審査」といいます。

実体審査においては、特許庁の審査官が、出願された発明が「特許を受けることができる

発明」の条件を満たしているか否か、すなわち、拒絶理由（特許法第 条に列挙されてい

ます）がないかどうか調べます。審査官は、拒絶理由を発見しなかった場合には、審査段階

での最終処分である特許査定を行います。

一方、審査官が拒絶理由を発見した場合、すなわち特許査定できないと判断した場合は、

そのまま最終処分である拒絶査定をするわけではなく、まず拒絶理由通知書を送り、特許査

定できないことを出願人に知らせ、これに対する出願人の意見を聞きます。つまり、出願人

に対して、拒絶理由通知書に示された従来技術と自分の発明との違いを主張する意見書や、

特許請求の範囲や明細書等を補正する手続補正書を提出する機会が与えられます。意見書や

手続補正書をみても、拒絶理由が解消されておらず、やはり特許査定できないと審査官が判

断したときに、初めて拒絶査定されます。

拒絶査定を受けた者が、これに不服があるときは、審判によってその是非を争うことがで

きます。争わないときは拒絶査定が確定します。
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① 文献公知発明に係る情報の記載についての通知（第 条の７）

明細書中に先行技術文献情報の開示がない場合には、審査官から開示を求める旨の通知を

します。この通知に対し、適切な文献を開示しない場合には、拒絶理由を通知することにな

ります。

② 拒絶理由通知（第 条）

実体審査の段階で審査官が審査をした結果、前述した拒絶理由に該当すると判断した場合

は、即座に拒絶査定をするのではなく、あらかじめその旨を出願人に通知することとしてい

ます。これを拒絶理由通知といいます（Ⅱ様式編 １．特許（７）拒絶理由通知書 参照）。

通知される拒絶理由の大半は、先行技術が記載されている文献が引用例として提示され、

発明として新しくない、あるいは容易に考えられる発明であるとする「新規性・進歩性の欠

如」に関するものや、明細書等の「記載不備」に関するものです。

拒絶理由が通知されると、指定期間内（国内居住者 日、在外者３月）に意見を述べる

機会が与えられるため、必要な場合には意見書や手続補正書を提出して対処します。この対

処を怠ると、ほとんどの場合、拒絶査定がなされてしまいますので注意が必要です。

③ 意見書の提出

意見書とは、出願人の意見を述べ、審査官の拒絶理由に対して反論するための書類をいい

ます。

例えば、通知された拒絶理由が新規性・進歩性の欠如を理由としている場合は、主として

その特許出願の前に公開された特許公報類が引用されているため、これら刊行物を取り寄せ

て、自分の発明との違いなどを検討します。そして、もし両者が異なっていると考える場合

には、どのような点で異なっているのかについて論理的かつ具体的に述べます。また、従来
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技術の組合せであると指摘された場合には、その組合せを着想することが当業者にとって必

然性がなく簡単には思いつかないこと、自分の発明によって今までにない優れた作用効果が

得られたことなどを反論として主張します（Ⅱ様式編 １．特許（８）意見書 参照）。

なお、特許請求の範囲などの明細書等を補正した場合には、出願当初の明細書等のどの記

載を根拠に補正したのか補正の根拠を意見書で明らかにするとともに、補正後の特許請求の

範囲の発明に基づいて意見を述べます。

④ 手続の補正（第 条の２）

拒絶理由の通知を受けた場合に、その拒絶理由を解消するために、明細書等を補正する必

要が生じる場合があります。例えば、特許請求の範囲が広すぎる場合には、拒絶理由に引用

された文献に記載されている発明を特許請求の範囲から削除したり、あるいは補正によって

引用発明との差異を明らかにしたりします。また、明細書等の記載に誤記など不備があると

指摘されたら、その不備が解消されるように補正をします（Ⅱ様式編 １．特許（９）手続

補正書 参照）。

補正は、出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内においてしなければなりませんの

で（いわゆる、新規事項の追加は認められません）、補正の際には出願当初の明細書等に記

載された範囲から逸脱しないように補正を行います。一方、最初の拒絶理由を回避するため

の補正をしても、補正後に更に拒絶の理由があれば、再度拒絶理由が通知されます。そして、

その拒絶理由通知が、補正によって変更された内容について改めて審査を行った結果通知さ

れるものである場合、それを「最後の拒絶理由通知」といいます。最後の拒絶理由通知が発

せられると、特許請求の範囲の補正は、既に行われた審査の結果を有効に活用できる範囲に

収めなければならないという制限が加わります。

なお、補正によっても先に示した拒絶理由が解消していないときには、拒絶理由通知が「最

初」のものであるか「最後」のものであるかにかかわらず、拒絶査定がなされます。

47 

また、審査が行われた後に、審査対象の発明を発明の単一性の要件を満たさない別発明へ

と補正することは認められませんので、特許請求の範囲の補正は、補正前後の発明が発明の

単一性の要件を満たすように行います。

（８）特許査定と特許権の成立

審査官が審査した結果、拒絶の理由を発見しなかった場合、あるいは意見書や手続補正書

の提出によって拒絶の理由が解消された場合には、審査官はその特許出願について「特許査

定」を行います（第 条）。

権利を発生させるためには、特許査定の謄本が特許出願人に送達された日から 日以内

に、第１年から第３年までの特許料を特許料納付書の提出により一括して納付します（第

条第１項）。特許料の納付があったときは特許原簿に「特許権の設定の登録」が行われ、こ

の登録により特許権が発生します（第 条第１項）。この納付期間内に特許料の納付が行わ

れないと、特許出願の却下処分がなされてしまうので注意が必要です（免除を受けた者及び

国は除く）。平成 年４月１日以降に審査請求を行った特許出願について納付する場合の第

１年から第３年分の特許料は次のとおりです（Ⅲ参考 １．産業財産権関係料金一覧 参照）。
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技術の組合せであると指摘された場合には、その組合せを着想することが当業者にとって必

然性がなく簡単には思いつかないこと、自分の発明によって今までにない優れた作用効果が

得られたことなどを反論として主張します（Ⅱ様式編 １．特許（８）意見書 参照）。

なお、特許請求の範囲などの明細書等を補正した場合には、出願当初の明細書等のどの記

載を根拠に補正したのか補正の根拠を意見書で明らかにするとともに、補正後の特許請求の

範囲の発明に基づいて意見を述べます。

④ 手続の補正（第 条の２）

拒絶理由の通知を受けた場合に、その拒絶理由を解消するために、明細書等を補正する必

要が生じる場合があります。例えば、特許請求の範囲が広すぎる場合には、拒絶理由に引用

された文献に記載されている発明を特許請求の範囲から削除したり、あるいは補正によって

引用発明との差異を明らかにしたりします。また、明細書等の記載に誤記など不備があると

指摘されたら、その不備が解消されるように補正をします（Ⅱ様式編 １．特許（９）手続

補正書 参照）。

補正は、出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内においてしなければなりませんの

で（いわゆる、新規事項の追加は認められません）、補正の際には出願当初の明細書等に記

載された範囲から逸脱しないように補正を行います。一方、最初の拒絶理由を回避するため

の補正をしても、補正後に更に拒絶の理由があれば、再度拒絶理由が通知されます。そして、

その拒絶理由通知が、補正によって変更された内容について改めて審査を行った結果通知さ

れるものである場合、それを「最後の拒絶理由通知」といいます。最後の拒絶理由通知が発

せられると、特許請求の範囲の補正は、既に行われた審査の結果を有効に活用できる範囲に

収めなければならないという制限が加わります。

なお、補正によっても先に示した拒絶理由が解消していないときには、拒絶理由通知が「最

初」のものであるか「最後」のものであるかにかかわらず、拒絶査定がなされます。

47 

また、審査が行われた後に、審査対象の発明を発明の単一性の要件を満たさない別発明へ

と補正することは認められませんので、特許請求の範囲の補正は、補正前後の発明が発明の

単一性の要件を満たすように行います。

（８）特許査定と特許権の成立

審査官が審査した結果、拒絶の理由を発見しなかった場合、あるいは意見書や手続補正書

の提出によって拒絶の理由が解消された場合には、審査官はその特許出願について「特許査

定」を行います（第 条）。

権利を発生させるためには、特許査定の謄本が特許出願人に送達された日から 日以内

に、第１年から第３年までの特許料を特許料納付書の提出により一括して納付します（第

条第１項）。特許料の納付があったときは特許原簿に「特許権の設定の登録」が行われ、こ

の登録により特許権が発生します（第 条第１項）。この納付期間内に特許料の納付が行わ

れないと、特許出願の却下処分がなされてしまうので注意が必要です（免除を受けた者及び

国は除く）。平成 年４月１日以降に審査請求を行った特許出願について納付する場合の第

１年から第３年分の特許料は次のとおりです（Ⅲ参考 １．産業財産権関係料金一覧 参照）。
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○平成 年４月１日以降に審査請求を行った出願＝毎年 円＋ 請求項の数×

円）×３年

なお、第１年から第３年までの特許料について、期間内に納付することができないときに

は、 日以内に限り、納付期間の延長を請求することができます。

また、個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、第１年から第 年までの

各年分の特許料について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。

特許権として設定登録されますと、特許公報が発行され、その内容が公表されます。また、

特許権者に「特許証」が交付され、この特許証には「特許番号」と権利が発生した「登録日」

が記載されます。

（９）特許権の維持・消滅

第１年から第３年までの特許料が納付されると、特許権の設定登録がなされ、この登録に

より特許権が発生します。特許権の存続期間は、出願から最長 年（医薬品等の存続期間

の延長登録があったものは最長 年）ですが、第４年以後も権利を維持するためには、当

該年に入る前までに次の年の特許料（一般的に「年金」といいます。）を特許料納付書の提

出により納付しなければなりません（第 条第２項）。

納付期限内に年金の納付がなかったときは権利が消滅しますが、納付期限を過ぎてしまっ

た場合でも、６月以内であればその特許料と同額の割増特許料を納付すれば、引き続き権利

を維持することができます（第 条第１項）。
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権利維持の要否は権利者に委ねられますので、権利者においてきちんと管理することが重

要です。なお、特許料等の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に、以下のようなサ

ービス、制度があります（利用希望者による申込みが別途必要です。）。

（参考）特許（登録）料支払期限通知サービス

専用サイト上でアカウント登録を行った者が、希望する特許（登録）番号に対して、特

許料等の次期納付期限日をメールにてお知らせする「特許（登録）料支払期限通知サービ

ス」が令和２年４月１日から導入されました。本サービスは、主に中小企業・個人事業主・

個人の権利者を対象としたサービスです。

なお、次期納付期限が到来する前の注意喚起であるため、権利を維持するためには、別

途決められた期間内に特許（登録）料納付書の提出により特許（登録）料の納付が必要で

す。

① 対象

１）特許（登録）料支払期限通知サービスの対象

・設定登録後の特許料（第４年分以降）

・設定登録後の実用新案登録料（第４年分以降）

・設定登録後の意匠登録料（第２年分以降）

・設定登録後の商標登録料（後期分）

・次期商標更新申請登録料

２）特許（登録）料支払期限通知サービスの対象外

・特許（登録）査定後の設定登録料納付期間

・ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願手続きであって、日本国特許庁にお

【特許査定後に第１～３年分の特許料を納付した場合の年金の納付期限の例】

１１年年目目 ２２年年目目 ３３年年目目 ４４年年目目

設定登録（登録日）
：特許番号が付与された

第４年の年金
納付期限

2027年4月5日までに第4年分の年金を納付した場合は、
2028年4月5日まで権利の維持が可能

2027年4月5日までに第4年分の年金を納付できなかった時は、
2027年10月5日までに倍額納付すれば権利の維持が可能

第1～3年分の特許料を納付した場合は、
2027年4月5日まで権利の維持が可能
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いて設定の登録がなされた権利

・マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願等手続きであって、日本国特許庁において

設定の登録がなされた権利

・防護標章案件

・商標の分割登録番号を有する案件

また、本サービスは特許庁の公開情報を元にサービス構築していますので、非公開案件（閲

覧禁止状態を含む）はサービス対象から除外されます。

② 利用までの流れ

利用希望者は、「特許（登録）料支払期限通知サービス」の専用サイト上で、メールアド

レス・パスワード等のアカウント情報の登録を行い、特許（登録）料に関する次期納付期限

日等のお知らせメールを受け取りたい案件の登録を行います。登録を行った案件に対し、そ

れぞれ通知メール配信がされます。

（ 参照）

（参考）特許料等の自動納付制度

権利者の申し出（「自動納付申出書」の提出）により、個別に納付書を提出することな

く、予納台帳又は銀行口座振替により特許料等の引き落としを可能とする「自動納付制度」

が平成 年１月１日から導入されました。

① 対象

第４年以後の特許料及び実用新案登録料並びに第２年以後の意匠登録料

② 手続の流れ

自動納付制度を利用すると、毎年、納付期限の 日前に１年分の特許料又は登録料が自

動引き落としされます。また、納付期限の約 日前には事前に引き落とす旨の通知（「自動

納付事前通知」）が送付されますので、この時点で権利者は権利維持の要否を判断すること

も可能となります。権利維持不要の場合、「自動納付取下書」を納付期限の 日前までに提

出したときは、特許料又は登録の自動引落しはされません。

51 

（ 参照）

（１０）特許権の効力

特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有します（第 条）。したがって、原

則として、特許権者だけが業として特許発明を実施することができ、他人が無断で業として

特許発明を実施することはできません。ここでいう「業として」は、広く「事業として」の

意味であり、営利目的に限らず、公共事業、公益事業も含まれます。なお、個人的な実施や

家庭内の実施は「業として」には該当しません。また、「実施」とは、第２条第３項に規定

する行為を意味します（第２章 第１節 ［４］発明の種類と捉え方を参照）。

（１１）特許発明の技術的範囲

無断で他人の特許発明を業として実施すれば、特許権を侵害することになります。特許発

明の独占が認められる範囲（特許発明の技術的範囲）は、特許請求の範囲の記載に基づいて

決定されます（第 条第１項）。明細書に記載されていても特許請求の範囲に記載されてい
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ないものは、特許発明の技術的範囲には含まれません。

また、特許請求の範囲に記載された用語の意義は、明細書や図面を考慮して解釈します（第

条第２項）。出願経過や公知技術が参酌される場合もあります。

（例）上記鉛筆の例では、特許請求の範囲に記載された要件ＡからＤまでの全てを満たした

ものが特許発明の技術的範囲に含まれます。要件ＡからＤまでのうち１つでも欠いている

ものは、特許発明の技術的範囲には含まれません。例えば、シャープペンやボールペンは

鉛筆ではないので要件Ｄを満たしません。また、断面が丸型のもの（要件Ａを欠く。）や、

木製軸の表面に塗料を塗っていないもの（要件Ｃを欠く。）も、特許発明の技術的範囲に

は含まれません。一方、消しゴム付き鉛筆の場合には、Ｅという新たな要素が加わります

が、ＡからＤまでの要件を全て満たしていれば、特許発明の技術的範囲に含まれます。

（１２）特許権の効力の例外

特許権は強力な権利であり、特許発明の業としての実施を独占することができるものです

が、特許権の効力が及ばない範囲があります。また、特許権者の意思にかかわらず他人がそ

の特許発明を実施できる場合や、自己の特許発明でありながら実施することができない場合

もあります。

① 特許権の効力が及ばない範囲

技術の進歩や国際交通の便宜等の観点から、以下のような場合には特許権の効力が及びま

せん（第 条）。

１）試験又は研究のためにする実施
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２）単に日本国内を通過するに過ぎない船舶、航空機等

３）特許出願時から日本国内にある物

４）医師、歯科医師の処方箋により調剤する行為又は調剤する医薬

② 法律の規定に基づき他人による特許発明の実施が認められる場合

特許法では、特許権者の意思にかかわらず、他人による特許発明の実施が認められる場合

があります。例えば、使用者による従業者の職務発明の実施（第 条）、先使用（特許出願

の際に日本国内においてその実施又は準備をしていること。）に基づく実施（第 条）（こ

れらの実施権は法定実施権と呼ばれます。）、裁定により設定された通常実施権（裁定実施権）

に基づく実施（第 条から第 条まで）が挙げられます。これらの実施について、特許権

者が侵害を主張することはできません。

③ 自己の特許発明でありながら実施できない場合

例えば、ある機械を改良した機械について発明した者が改良機械の発明について特許権を

取得した場合において、改良のもととなる機械を発明した者も特許権を得ていることがあり

ます。このような場合、もとの発明を利用しなければ改良機械の生産等をすることができま

せん（利用関係）。自分の特許発明を業として実施するには、もとの機械を発明した特許権

者の許諾が必要です（第 条）。無断で実施すれば、特許権の侵害となります。

また、特許権者が他人に専用実施権を設定した場合には、特許権者であっても専用実施権

を設定した範囲内での実施が制限されます（第 条ただし書）。

（１３）拒絶査定（第 条）

拒絶査定とは、拒絶の理由に該当するから出願を拒絶すべきであるとする審査官の最終処

分をいいます。

審査官は、拒絶理由に対する出願人の意見書ないし手続補正書によっても先に示した拒絶

理由が解消していないと認めるとき、あるいは出願人側から意見書等が提出されない場合で

あって、先の拒絶理由を撤回する必要がないと認めるときは拒絶査定を行い、審査を終了し

ます。

（１４）拒絶査定不服審判（第 条）

拒絶査定を受けた者が、その査定に不服がある場合に請求できる審判です。請求期間は、

拒絶査定の謄本の送達があった日から３月以内（在外者は、４月以内）となります。また、

特許権の存続期間の延長登録の出願が審査官により拒絶をすべき旨の査定を受けた者も、そ

の査定に不服があるときは審判を請求することができます。
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ないものは、特許発明の技術的範囲には含まれません。

また、特許請求の範囲に記載された用語の意義は、明細書や図面を考慮して解釈します（第

条第２項）。出願経過や公知技術が参酌される場合もあります。

（例）上記鉛筆の例では、特許請求の範囲に記載された要件ＡからＤまでの全てを満たした

ものが特許発明の技術的範囲に含まれます。要件ＡからＤまでのうち１つでも欠いている

ものは、特許発明の技術的範囲には含まれません。例えば、シャープペンやボールペンは

鉛筆ではないので要件Ｄを満たしません。また、断面が丸型のもの（要件Ａを欠く。）や、

木製軸の表面に塗料を塗っていないもの（要件Ｃを欠く。）も、特許発明の技術的範囲に

は含まれません。一方、消しゴム付き鉛筆の場合には、Ｅという新たな要素が加わります

が、ＡからＤまでの要件を全て満たしていれば、特許発明の技術的範囲に含まれます。

（１２）特許権の効力の例外

特許権は強力な権利であり、特許発明の業としての実施を独占することができるものです

が、特許権の効力が及ばない範囲があります。また、特許権者の意思にかかわらず他人がそ

の特許発明を実施できる場合や、自己の特許発明でありながら実施することができない場合

もあります。

① 特許権の効力が及ばない範囲

技術の進歩や国際交通の便宜等の観点から、以下のような場合には特許権の効力が及びま

せん（第 条）。

１）試験又は研究のためにする実施
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２）単に日本国内を通過するに過ぎない船舶、航空機等

３）特許出願時から日本国内にある物

４）医師、歯科医師の処方箋により調剤する行為又は調剤する医薬

② 法律の規定に基づき他人による特許発明の実施が認められる場合

特許法では、特許権者の意思にかかわらず、他人による特許発明の実施が認められる場合

があります。例えば、使用者による従業者の職務発明の実施（第 条）、先使用（特許出願

の際に日本国内においてその実施又は準備をしていること。）に基づく実施（第 条）（こ

れらの実施権は法定実施権と呼ばれます。）、裁定により設定された通常実施権（裁定実施権）

に基づく実施（第 条から第 条まで）が挙げられます。これらの実施について、特許権

者が侵害を主張することはできません。

③ 自己の特許発明でありながら実施できない場合

例えば、ある機械を改良した機械について発明した者が改良機械の発明について特許権を

取得した場合において、改良のもととなる機械を発明した者も特許権を得ていることがあり

ます。このような場合、もとの発明を利用しなければ改良機械の生産等をすることができま

せん（利用関係）。自分の特許発明を業として実施するには、もとの機械を発明した特許権

者の許諾が必要です（第 条）。無断で実施すれば、特許権の侵害となります。

また、特許権者が他人に専用実施権を設定した場合には、特許権者であっても専用実施権

を設定した範囲内での実施が制限されます（第 条ただし書）。

（１３）拒絶査定（第 条）

拒絶査定とは、拒絶の理由に該当するから出願を拒絶すべきであるとする審査官の最終処

分をいいます。

審査官は、拒絶理由に対する出願人の意見書ないし手続補正書によっても先に示した拒絶

理由が解消していないと認めるとき、あるいは出願人側から意見書等が提出されない場合で

あって、先の拒絶理由を撤回する必要がないと認めるときは拒絶査定を行い、審査を終了し

ます。

（１４）拒絶査定不服審判（第 条）

拒絶査定を受けた者が、その査定に不服がある場合に請求できる審判です。請求期間は、

拒絶査定の謄本の送達があった日から３月以内（在外者は、４月以内）となります。また、

特許権の存続期間の延長登録の出願が審査官により拒絶をすべき旨の査定を受けた者も、そ

の査定に不服があるときは審判を請求することができます。
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（１５）特許異議の申立て（第 条）

特許権の設定登録がされた特許に対し、第三者がその見直しを求めて申立てをすることが

できる制度です。申立期間は、その特許の特許公報の発行の日から６月以内であり、この期

間内であれば何人も申立てをすることができます。しかし、申立ての理由は、特許されたも

のが新規性・進歩性を有していないなど、第 条各号に規定されている理由に限られ、特

許を受ける権利を有しない者の出願であることなどを理由としての申立てはできません。

（１６）特許無効審判（第 条）

特許権の設定登録がされた特許に対し、利害関係人が特許の無効を求めることのできる審

判です。無効審判は、いつでも、特許権の消滅後であっても、請求することができます。無

効理由は、特許されたものが新規性・進歩性を有していないことや、特許を受ける権利を有

しない者の出願であることなど、第 条第１項各号に規定されている理由に限られます。

（１７）訂正審判（第 条）

特許権者が、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を訂正することについて請

求する審判です。訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の

釈明、請求項間の引用関係の解消のいずれかを目的とするものに限られます。

さらに、新規事項追加の禁止、実質上の特許請求の範囲の拡張・変更の禁止、独立特許要

件（独立特許要件については、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正を目的とする場

合のみ）が課せられます。
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第２節 実用新案制度の概要

［１］実用新案制度の目的と保護対象

特特許許制制度度でではは審審査査ををししててかからら特特許許権権をを付付与与すするる審審査査主主義義をを採採用用ししてていいまま

すすがが、、実実用用新新案案制制度度でではは早早期期権権利利付付与与のの観観点点かからら形形式式的的なな審審査査ののみみをを行行うう無無

審審査査主主義義をを採採用用ししてていいまますす。。

ままたた、、権権利利のの濫濫用用をを防防ぐぐととととももにに第第三三者者にに不不測測のの不不利利益益をを与与ええなないいよよううにに

すするるとといいうう観観点点かからら、、権権利利行行使使にに先先立立ちち実実用用新新案案技技術術評評価価書書をを提提示示ししてて警警告告

すするるここととをを権権利利者者にに義義務務づづけけてていいまますす。。

（１）目的

実用新案法（昭和 年法律第 号）の目的は、同法において次のとおり定義されてい

ます。

（目的）

第一条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図るこ

とにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

実用新案制度は特許制度と同様の制度ですが、物品に関する技術的な特徴などちょっとし

た工夫が産業上役立つことも多く、また、日常生活の便宜を増大することから、いわゆる小

発明（考案）を保護するために実用新案制度が設けられました。平成６年には、形式的な要

件を満たしているか否かのみを判断して早期に権利付与を行う早期登録制度（いわゆる無審

査登録制度）に移行しました。また、平成 年４月１日以降の出願からは、無審査登録制

度の下でより実用新案制度の魅力を向上させるため、実用新案権の存続期間を延長するなど

の改正が行われています。

（２）保護対象

実用新案法では、「考案」を「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義しており、

保護の対象は産業上利用できる「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定されてい

ます。

したがって、物品の形状等に係る考案ですから、「方法」や「物質」は、実用新案法の保

護対象となりません。

（定義）

第二条 この法律で 「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

２～３ （略）
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